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評価区分

福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合（軽微な違反の場合を除く。）は、原則と
して、「文書指摘」とする。

ただし、改善中の場合、特別な事情により改善が遅延している場合等は、「口頭指導」とす
ることができる。

福祉関係法令以外の関係法令又はその他の通達等に違反する場合は、原則として、「口頭指
導」とする。

ただし、管理運営上支障が大きいと認められる場合又は正当な理由なく改善を怠っている場
合は、「文書指摘」とする。

なお、福祉関係法令及び福祉関係通達等に違反する場合であっても、軽微な違反の場合に限
り、「口頭指導」とすることができる。

Ａ 助言指導 法令及び通達等のいずれにも適合する場合は、水準向上のための「助言指導」を行う。

指導検査基準中の「評価区分」

指 導 形 態

Ｃ 文書指摘

Ｂ 口頭指導



運　　　　営　　　　編



[凡例 ]

※       以下の関係法令、通知を略称して次のように表記する。

関　係　法　令　・　通　知 略　　称

昭和２６年３月２９日法律第４５号

「社会福祉法」

昭和３１年５月２４日法律第１１８号

「売春防止法」

平成２４年１０月１１日東京都条例第１１５号

「東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」

平成２４年１０月１１日東京都規則第１３８号

「東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」

昭和２２年４月７日法律第４９号

「労働基準法」

 昭和４７年６月８日法律第５７号 

「労働安全衛生法」

 昭和４７年９月３０日労働省令第３２号 

「労働安全衛生規則」

昭和４１年７月２１日法律第１３２号

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

昭和４７年７月１日法律第１１３号

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

 昭和６１年１月２７日労働省令第２号

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則」

平成３年５月１５日法律第７６号

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

社会福祉法

売春防止法

都条例

都規則

労働基準法

労働安全衛生法

労働安全衛生規則

労働施策総合推進法

均等法

均等法施行規則

育児・介護休業法
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関　係　法　令　・　通　知 略　　称

平成３年１０月１５日労働省令第２５号

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」

平成２８年８月２日職発０８０２第１号、雇児発０８０２第３号厚生労働省職業安定局長、雇用
均等・児童家庭局長通知

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について」

平成２１年１２月２８日厚生労働省告示第５０９号

「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が
図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」

昭和２３年７月２４日法律第１８６号

「消防法」

昭和３６年３月２５日政令第３７号

「消防法施行令」

昭和３６年４月１日自治省令第６号

「消防法施行規則」

昭和４８年４月１３日社施第５９号厚生省社会・児童家庭局長通知

「社会福祉施設における火災防止対策の強化について」

昭和６２年９月１８日社施第１０７号厚生省社会・児童家庭局長通知

「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」

昭和２４年６月４日法律第１９３号

「水防法」

育児・介護休業法施行規則

防火安全対策の強化について

水防法

雇児発０８０２第３号

育児又は介護を行う労働者の職業生
活と家庭生活の両立のために事業主
が講ずべき措置に関する指針

消防法

消防法施行令

消防法施行規則

火災防止対策の強化について
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関　係　法　令　・　通　知 略　　称

平成１２年５月８日法律第５７号

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」

平成２８年９月１５日雇児総発０９１５第１号・社援基発０９１５第１号・障障０９１５第１
号・老高発０９１５第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課
長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局高齢者支援課長通知「社会福祉施設等に
おける防犯に係る安全の確保について」

防犯に係る安全について

土砂災害防止法
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　(2) 秘密保持等 １ 　(2)  本俸の決定 １１

　(3) 苦情解決 １ 　(3)  諸手当の支給 １１

目　　　　　　　次

１  基本方針及び組織 １ ５  職員給与等の状況 １１

　(1) 福祉サービスの基本的理念 １ 　(1)  本俸・諸手当 １１

　(6) 事故防止 ２

　(7) 定員の遵守 ２ ６  健康管理 １１

　(4) 個人情報保護 １ 　(4)  社会保険 １１

　(5) サービスの質の評価等 １ 　(5)  賃金台帳 １１

　(10) 管理規程 ３

　(11) 職務分掌 ３ ８  施設長の職務 １３

　(8) 事業計画 ２

　(9) 事業報告 ２ ７  職員研修 １２

　(1) 就業規則 ３ １０  設備の基準 １４

　(2) 給与規程 ４ 　(1)  建物設備の状況 １４

　(12) 業務(事業)日誌 ３

９ 構造設備の一般原則 １３

２  就業規則等の整備 ３

　(5) 宿日直 ８

　(6) 協定 ９ １１  災害対策の状況 １６

　(3) 育児休業等 ５ 　(2)  環境整備の状況 １５

　(4) 旅費 ８ 　(3)  環境衛生の状況 １５

　(1) 職員配置 ９ 　　イ  近隣住民関係機関との連携 １６

　(2) 採用、退職 １０ 　(2)  消防計画 １７

　(1)  管理体制 １６

３  職員の配置等 ９ 　　ア  防火管理 １６

４  勤務状況 １０ 　(3)  災害対策等の状況 １７

　(1) 勤務体制 １０ 　(4)  消防署の立入検査 １７

　(3) 人事関連帳簿の整備 １０ 　　ア  消防計画 １７

　　イ  防災計画 １７

　(7)  防犯に係る安全確保 １９

　(2) 勤務関連帳簿の整備 １０ 　(5)  防災訓練 １７

　(3) 勤務表 １１ 　(6)  保安設備 １８



項        目 評価区分

１  基本方針及び組織

１ 　人種、信条等により差別的扱いをした
り、信条等を強制していないか。

(1)   人種、信条等により差別的扱いをしたり、信条等を強制している。 Ｃ

２ 　利用者の立場に立った福祉サービスを提
供するよう努めているか。

(1)   利用者の立場に立った福祉サービス提供に努めていない。 Ｃ

１ 　職員等が業務上知りえた秘密を漏らして
いないか。

(1)   業務上知りえた秘密を漏らしている。 Ｃ

２ 　施設は、秘密を漏らすことのないよう必
要な措置を講じているか。

(1)
(2)

  必要な措置を講じていない。
  必要な措置が不十分である。

Ｃ
Ｂ

 (3) 苦情解決 １ 　苦情を受け付けるための窓口を設置する
など苦情解決に適切に対応しているか。

社会福祉法第８２条
都条例第１６条
平成１２年６月７日障第４５２号、社援第１
３５２号、老発５１４号、児発第５７５号
「社会福祉事業の経営者による福祉サービス
に関する苦情解決の仕組みの指針について」

(1)
(2)
(3)

  苦情解決の仕組みを整備していない。
  苦情解決責任者・受付担当者を設置していない。
  第三者委員を設置していない。

Ｃ
Ｃ
Ｃ

２ 　施設内への掲示、文書の配布等により、
苦情解決の仕組みが利用者に周知されてい
るか。

平成１４年３月１９日福総監第９１７号「東
京都における社会福祉事業の経営者による福
祉サービスに関する苦情対応の仕組みの指針
について」

(1)
(2)
(3)

  利用者への周知が行われていない。
  利用者への周知が不十分である。
  対応が不十分である。

Ｃ
Ｂ
Ｂ

３ 　運営適正化委員会の調査等に適切に対応
しているか。

(1)
(2)

都条例第１６条第３項
社会福祉法第８３条～第８５条

(1)   適切に対応していない。 Ｂ

 (4) 個人情報保護 　福祉関係事業者が事業を行うに当たって個人情報を取り扱う場合、個人
情報保護の重要性にかんがみ、その取扱いに適正を期し、個人の権利利益
を侵害することのないよう努める必要がある。保有する個人情報につい
て、 次のように取扱うこと。
(1) 利用目的をできる限り特定すること。
(2) 個人情報を取得した場合、速やかに本人に通知
　又は公表する事。
(3) 個人情報を適正に取得し、またその内容を正確
　に保つこと。
(4) 個人情報漏えい時の報告連絡体制、安全管理措
　置を講じること。
(5) 法令に基づく場合を除き、個人情報を第三者に
　提供する際はあらかじめ本人の同意を得ること。
(6) 例外規定に該当する場合を除き、本人から個人
　情報の開示を求められた場合は開示すること。

１ 　個人情報保護に関して、法律等に基づい
て適切な措置を講じているか。

(1)

(2)

(3)

個人情報の保護に関する法律(平成１５年５
月３０日法律第５７号)第１５条～第３１条
東京都個人情報の保護に関する条例(平成２
年１２月２１日東京都条例第１１３号)第２
７条
平成２８年個人情報保護委員会告示第６号個
人情報の保護に関する法律についてのガイド
ライン（通則編）

(1)
(2)

  適切な措置が講じられていない。
  措置が不十分である。

Ｃ
Ｂ

評価事項

 (1) 福祉サービスの
   基本的理念

　福祉サービスを提供する社会福祉法人、施設の公共性の高さに鑑み、職
員、利用者に対して、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により差別
したり、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事への参加を強制することは、
厳に慎まなければならない。
  福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、福祉サービスの利用者が
心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生
活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なもので
なければならず、サービスの提供に当っては、利用者の意向を十分に尊重
するよう努めなければならない。

(1)
(2)
(3)

社会福祉法第３条 、第５条
売春防止法第１条
労働基準法第３条

※参考
　憲法第１１条、第１２条、
　　  第１３条、第１４条
　民法第１条、第９０条

 (2) 秘密保持等 　婦人保護施設は、婦人保護施設の職員及び職員であったものが、正当な
理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らすこ
とがないよう、必要な措置を講じなければならない。
　必要な措置（例）
 　・規程等の整備、雇用時の取り決め　等

　社会福祉施設では、利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため
に、苦情を受け付ける窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなら
ない。
　また、苦情の公正な解決を図るために苦情の解決にあたって職員以外の
ものを関与させなければならない。
　婦人保護施設は、社会福祉法に基づき、東京都社会福祉協議会に設置さ
れている運営適正化委員会が行う調査に協力するよう努めなければならな
い。

(1)
(2)
(3)

(1)

基本的考え方 観            点 関係法令等
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

 (5) サービスの質の
   評価等

　社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を
行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者
の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければ
ならない。

１ 　福祉サービス第三者評価受審等、サービ
ス向上のための取組をしているか。

(1)
(2)

(3)

(4)

社会福祉法第７８条
平成１６年５月７日雇児発第０５０７００
号、社援発第０５０７００１号、老発第０５
０７００１号「福祉サービス第三者評価事業
に関する指針について」
平成２１年５月２９日２１福保指指第２３５
号「東京都における福祉サービス第三者評価
について（指針）」
都条例第１８条

(1)

(2)

  福祉サービス第三者評価受審等サービスの質の向上のための取組を
していない。

 
  取組が不十分である。

Ｃ

Ｂ

 (6) 事故防止 　法人及び施設管理者並びに従事者は、利用者の安全で安心できる生活が
営めるよう、業務上通常人に比べて特別の注意義務を有する。
　職員の不注意や危機意識の欠如等により利用者の安全が脅かされること
のないよう、事故防止の取組を行う必要がある。

１ 　利用者の事故防止のための取組を行って
いるか。
 ・事故のおそれのある場所等の再
   点検
 ・職員の危機意識向上研修
 ・点検事項遵守の定期的検証
 ・事故防止、事故発生時対応マ
   ニュアル等の作成
 ・ヒヤリハット報告等の作成

(1)
(2)

(3)

社会福祉法第３条
平成１３年６月１５日雇児総発第４０２号
「児童福祉施設等における児童の安全確保に
ついて」
平茂１８年２月２７日雇児福発第０２２７０
０１号「児童養護施設等における事故防止の
徹底について」

※参考
　刑法第２０９条、第２１０条、
      第２１１条

(1)

(2)

  事故防止について、必要な措置を講じていない。

  事故防止について、必要な措置が不十分である。

Ｃ

Ｂ

 (7) 定員の遵守 　認可定員を遵守する必要がある。
　また、都条例及び都規則上の居室の入所定員を遵守すること。

１ 　定員の取扱いが守られているか。 (1) 都条例第９条 (1)   定員の取扱いが守られていない。
   (都の指示による場合を除く。）

Ｃ

 (8) 事業計画 １ 　事業計画は、単なる理念やスローガン的なものではなく、法人及び施設
が当該年度に実施する基本的な事項を具体化するものでなければならな
い。また、計画を実施するためには、職員が内容を十分に理解している必
要がある。事業計画の作成に当たって職員と十分に討議し、決定後はよく
周知することが必要である。

１ 　事業計画を作成しているか。 (1)
(2)

都条例第１０条第３項、第１５条
社会福祉法第２４条

(1)   事業計画を作成していない。 Ｃ

２ 　事業計画作成上必要な事項
・運営の基本方針（援助内容、行事、健康管理、
　ボランティアの受入れ等）
・組織管理（職員構成、職務分担、職員研修等）
・安全管理、防火管理

１ 　必要な事項が盛り込まれているか。 (1)   必要な事項が盛り込まれていない。 Ｂ

３ 　立案の方法・内容
・事業計画は最終的に理事会で決定すること。また、その前に職員会議等
で内容について討議すること。
・事業計画の作成に当たっては前年度事業の反省や総括を行うこと。
・当該年度に実施する基本的事項を具備すること。
・予算、処遇計画との関連が十分であること。

１ 　立案及び決定の方法は適切か。
(1) 決定の方法（理事会・職員会
  議等）は適当か。
(2) 前年度の総括に基づき立案し
  ているか。

(1)

(2)

　決定の方法が不適切である。

　前年度の総括に基づき立案していない。

Ｂ

Ｂ

 (9) 事業報告 １ 　社会福祉法第４５条の２７の第２項の定めにより、毎会計年度終了後２
か月以内に作成し、各事務所に備えておく必要がある。

１ 　事業報告書を作成しているか。 (1) 社会福祉法第４５条の２７第２項 (1) 　事業報告書を作成していない。 Ｃ

２ 　事業報告作成上必要な事項
・運営の基本方針（援助内容、行事、健康管理、
　ボランティアの受入れ等）
・組織管理（職員構成、職務分担、職員研修等）
・安全管理、防火管理

１ 　必要な事項が盛り込まれているか。 (1) 　必要な事項が盛り込まれていない。 Ｂ

３ 　立案の方法・内容
・事業報告は最終的に理事会で決定すること。また、その前に職員会議等
で内容について討議すること。
・事業報告の作成に当たっては、事業計画の反省や総括を行うこと。
・事業計画に添って作成されていること。

１ 　立案及び決定の方法は適切か。
(1) 決定の方法（理事会・職員
　会議等）は適当か。
(2) 事業計画の総括に基づき立
　案しているか。

(1)

(2)

　決定の方法が不適切である。

　事業計画との整合性がない。

Ｂ

Ｂ
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

１ 　管理規程（処務規程）を整備している
か。

(1)
(2)

　管理規程（処務規程）を整備していない。
　内容が不十分である

Ｃ
Ｂ

１ 　内容は適切かつ規定内容と現状とに差異
はないか。

(1)
(2)

　規定内容と現状とに著しい差異がある。
　規定内容と現状とに差異がある。

Ｃ
Ｂ

２ 　職員及び利用者等に周知しているか。 (1) 　職員及び利用者への周知を行っていない。 Ｂ

１ 　各職員の職務分掌は明確になっている
か。

(1)
(2)

　職務分掌を作成していない。
　職務分掌が明確でない。

Ｂ
Ｂ

２ 　実態と差異はないか。 (3) 　実態と差異がある。 Ｂ

 (12) 業務(事業)日誌 　施設の現状を的確に把握するため、業務(事業)日誌は、施設での日常業
務を一覧できる内容である必要がある。
　必要事項
　　①利用者の特記事項（入所、退所等） ②行事
　　③利用者の状況（現員、外泊等）④職員の状況
　　（休暇、出張）⑤来訪者

１ 　業務(事業)日誌を作成しているか。 (1) 都条例第１５条 (1)
(2)

　業務（事業）日誌を作成していない。
　業務（事業)日誌の内容が不十分である。

Ｃ
Ｂ

２  就業規則等の整備

１ 　就業規則を整備しているか。 (1) 　短時間労働者を含め常時10人以上の職員を使用する施設において就
業規則を整備していない。

Ｂ

２ 　必要事項の記載等、内容は適正か。 (1)
(2)

　必要記載事項が整備されていない。
　内容が不適正又は不十分である。

Ｂ
Ｂ

１ 　労働基準監督署に届け出ているか。 (1) 労働基準法第８９条、第９０条 (1) 　労働基準監督署に届け出ていない。 Ｂ

２ 　内容と現状に差異はないか。 (2) 　規定内容と現状とに差異がある。 Ｂ

３ 　職員に十分周知しているか。 (1) 労働基準法第１０６条 (1) 　職員に周知していない又は不十分である。 Ｂ

 (10) 管理規程 １

２

　管理規定は、施設運営の基本事項であり、業務の遂行や援助・支援内容
の決定等に関して、各組織単位の役割及び連絡調整並びに施設長等幹部職
員の関与等が適切に行われ、組織全体としての統一的運営が十分になされ
ることが必要である。

　管理規程は都条例等により定めることとされている。
◎参考
＊管理規程（処務規程）作成上必要な事項
 ・施設の目的及び運営方針
 ・職員の職種別定数
 ・職種別職員の業務内容及び権限と責任
 ・組織
 ・利用者定員
 ・利用者に対する援助・支援方法
 ・利用者の守るべき規律
 ・その他施設管理についての重要事項

(1) 都条例第１０条第３項

 (11) 職務分掌 　職員の分担事務を明確にすることは、適切に職務を遂行し、かつ責任の
所在を明らかにする観点から必要なことである。

(1) 都条例第１０条第３項

 (1) 就業規則 １ 　就業規則は当該施設職員の労働条件を具体的に定めたものであり、職員
の給与とともに、職員処遇の中心をなすものである。施設の円滑かつ適正
な運営を期す上からも、これらを踏まえた職員処遇が適正に行われている
ことが必要である。
　
＊１　絶対的必要記載事項
 　①労働時間に関する事項、②賃金に関する事項、
　 ③退職に関する事項
＊２　相対的必要記載事項
　 ①退職手当、②臨時の賃金及び最低賃金額、
　 ③労働者の食費及び作業用品等の負担、④安全及び衛生、
　 ⑤職業訓練、⑥災害補償及び業務外の傷病扶助、⑦表彰及び制
     裁、⑧その他

(1)

(2)

労働基準法第３２条～第４１条、第８９条、
第９０条
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭
和４６年５月２５日法律第６８号)第９条

２ 　職員１０人以上の施設にあっては就業規則の作成と労働基準監督署への
届出が義務づけられており、変更届についても同様である。
　１０人未満の施設については、作成の義務はないが、労働条件の明示の
観点、措置費の支出根拠の明確化の観点から作成することが望ましい。

＊就業規則作成上必要な事項
 ・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労
　 働者を２組以上に分けて交替に勤務させる場合におい
　 ては就業時転換に関する事項
 ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び
　 支払の時期並びに昇給に関する事項
 ・退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
 ・その他必要事項
＊現状と差異がないこと。差異がある場合は規定の変更を
　行うこと。
＊事務所等に掲示を行うこと（各人への配布及び内容につ
　いての説明を行うこと。）。
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

１ 　非常勤職員就業規則を整備しているか。
（就業規則に非常勤職員に関する規定が含
まれていない場合）

(1) 　非常勤職員就業規則を整備していない。（就業規則に非常勤職員に
関する規定が含まれていない場合）

Ｂ

２ 　必要事項の記載等、内容は適正か。 (2) 　非常勤職員就業規則の内容が不十分である。 Ｂ

３ 　労働基準監督署に届けているか。 (3) 　労働基準監督署に届け出ていない。 Ｂ

４ 　男女の均等な待遇の確保が図られること。 １ 　性別にかかわりなく均等な取り扱いをし
ているか。（採用、配置、昇進、教育訓
練、福利厚生、定年、退職、解雇）

(1) 均等法第５条、第６条、第７条、
第８条

(1) 　性別により均等な取り扱いをしていない。 Ｂ

１ 　妊娠中及び出産後の女性労働者に対し
て、保健指導等の時間を確保しているか。

(1)
(2)

均等法第１２条、第１３条
均等法施行規則第２条の４

(1) 　保健指導等の時間を確保していない。 Ｂ

２ 　保健指導等に基づく指導事項を守れるよ
う、勤務の軽減等必要な措置を講じている
か。

(2)

(3)

　勤務の軽減等必要な措置を講じていない。

　勤務の軽減等必要な措置が不十分。

Ｂ

Ｂ

１ 　給与規程を整備しているか。 (1) 労働基準法第８９条、第９０条 (1) 　給与規程を整備していない。 Ｂ

２ 　給与及び諸手当の支給基準が明確になっ
ているか。

(1) 労働基準法第８９条 (1) 　給与及び諸手当の支給基準が明確でない。 Ｂ

３ 　規程と実態に差異はないか。 (1) 　規定内容と現状とに差異がある。 Ｂ

２ 　職員の給与の支給については、労働基準法（差別的扱いの禁止、男女同
一、賃金支払い方法、非常時払い、時間外勤務手当等）及び最低賃金法で
定める事項の外は、当該法人における労働契約、就業規則、労働協約が尊
重される。
◎参考
　労働契約、就業規則及び労働協約の関係
１ 就業規則は、法令又は労働協約に反してはならない。
２ 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効
 とされ、その部分は、就業規則に定める基準による。
３ 労働協約に定める労働条件等に関する基準に違反する労働契約の部
 分は無効とされ、その部分は労働協約の基準による。

１ 　労働基準監督署に届け出ているか。 (1) 労働基準法第８９条、第９０条 (1) 　労働基準監督署に届け出ていない。 Ｂ

３ 　非常勤職員就業規則
  平成１９年１０月１日厚生労働省告示第３２６号「事業主が講ずべき短
時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」第２

　事業主は、短時間労働者について、労働基準法、最低賃金法、労働安全
衛生法、労働者災害補償保険法等の労働者保護法令を遵守すること。

(1)
(2)

(3)

労働基準法第８９条
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理
の改善等に関する法律（通称「パ－とタイ
ム・有期雇用労働法」）（平成５年６月１８
日法律第７６号）第７条
平成１９年１０月１日厚生労働省告示第３２
６号「事業主が講ずべき短時間労働者及び有
期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措
置等についての指針」第２

５ 　保健指導等の時間
   妊娠２３週まで…４週に１回
   妊娠３５週まで…２週に１回
   妊娠３６週から…１週に１回
   産後（１年以内）…医師等の指示する時間
   また、プライバシーの保護に留意すること。

 (2) 給与規程 １ 　給与規程は、就業規則の一部であるから、作成、改正、届出等について
も就業規則と一体のものであるが、 職員の給与が職員の処遇上極めて重要
であることや措置費等公的資金から支出されていることから、適正に整備
されていることが必須である。
　したがって、給与規程については特に特定事項として独立させ、就業規
則と並行して、同様な観点から評価することとしたものである。
　給与及び諸手当は支給基準が明確であり、また、基準に従って支給する
ことが必要である。
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

１ 　育児休業を適切に実施しているか。 (1)
(2)
(3)
(4)

育児・介護休業法第５条～第１０条
育児・介護休業法施行規則第７条
雇児発０８０２第３号
育児又は介護を行う労働者の職業生活と家庭
生活の両立のために事業主が講ずべき措置に
関する指針

２ 　育児休業に関する規程を整備している
か。

(1) 労働基準法第８９条

３ 　育児休業及び短縮措置等を職員に周知し
ているか。

(1) 育児・介護休業法第２１条、第２１条の２ (1) 　職員への周知が不十分である。 Ｂ

 　妊娠又は出産等についての申出があった場合は、育児休業に関する制度そ
の他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに意向確認のための面談等
の措置を講じなければならない。

４ 　意向確認のための面談等の措置を講じて
いるか。

(2)   意向確認のための面談等の措置を講じていない。 Ｂ

　育児休業に関する規程には育児休業期間中の待遇、休養後の賃金、配置
その他の労働条件に関する事項を定め、労働基準監督署に届け出る必要が
ある。

５ 　労働基準監督署に届け出ているか。 (1) 労働基準法第８９条 (1) 　労働基準監督署に届け出ていない。 Ｂ

 (2) 所定労働時間の短縮措置 １ (1) 　所定労働勤務時間の短縮措置等を実施していない。 Ｂ

　ア　３歳に満たない子を養育する労働者であって育児
　　休業をしていないものについては、事業主は、労働
　　者の申出に基づき所定労働時間を短縮（原則として
　　１日６時間）する制度を設けることにより労働者が
　　就業しつつ子を養育することを容易にするための
　　措置を講じなければならない。
　【除外される場合】
　　①　日々雇用される者
　　②　１日の所定労働時間が６時間以下の場合
　　③　労使協定により適用除外とされた場合
　　 （ｱ）雇用された期間が１年に満たない場合
　　 （ｲ) １日の所定労働時間が６時間以下の場合
　　 （ｳ) １週間の所定労働日数が２日以下の場合
　　 （ｴ) 所定労働時間の短縮措置を講ずることが困
　　　　 難な業務に従事する場合

 イ　上記③(エ)の労働者であって、労使協定により
    所定労働時間の短縮措置を講じないこととした場
　　合は、労働者の申出に基づく育児休業に関する制
　　度に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置を講じ
　　なければならない。
　【始業事項変更等の措置】
　　次のいずれかの措置
　　・フレックスタイム制度
　　・時差出勤制度
　　・保育施設の設置運営その他これに準ずる等の便宜
　　  の供与

(1)

(1)
(2)

　育児休業を実施していない。

　育児休業に関する規程を定めていない。
　育児休業に関する規程の内容に不備がある。

Ｂ

Ｂ
Ｂ

　所定労働時間の短縮措置を適切に実施し
ているか。

(1)
(2)

育児・介護休業法第２３条、第２４条
育児・介護休業法施行規則第７２条、第７３
条

 (3) 育児休業等 １ 育児休業
(1) 育児休業とは、１歳に満たない子と同居し、養育する労働者が（日雇
  労働者を除く）休業の申出により取得できる休業をいう。ただし、有期
  契約従業員にあっては、申出時点において子が１歳６か月になるまでに
  労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り育児
  休業を申出することができる。
【労使協定により適用除外とすることができる者】
　(ｱ) 入社１年未満の者
　(ｲ) 申出の日から１年以内に雇用関係が終了すること
　　  が明らかな者
　(ｳ) 1週間の所定労働日数が２日以下の者
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

(3) 所定外労働の制限
　　3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合
　は、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはな
　らない。
　　ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限
　りでない。
【除外される場合】
　① 日々雇用される場合
　② 労使協定により適用除外とすることができる場合
　　(ｱ) 雇用された期間が1年に満たない場合
　　(ｲ) １週間の所定労働日数が２日以下の場合
　（注）(4)時間外労働の制限と重複しないこと。

１ 　所定外労働の制限について、適切に実施
しているか。

(1) 育児・介護休業法１６条の８ (1) 　所定外労働の制限について、適切に実施されていない。 Ｂ

(4) 時間外労働の制限
　　小学校就学前の子を養育する労働者から、当該子を
　養育するために請求があったときは、制限時間を超え
　て労働時間を延長してはならない。
  　ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限
　りでない。
 （制限時間1月24時間、1年150時間）
【除外される場合】
　① 日々雇用される場合
　② 雇用された期間が1年に満たない場合
　③ 1週間の所定労働日数が2日以下の場合
　（注）(3)所定外労働の制限と重複しないこと。

１ 　時間外労働の制限について、適切に実施
しているか。

(1) 育児・介護休業法１７条 (1) 　時間外労働の制限について、適切に実施されていない。 Ｂ

(5) 深夜業の制限
　　小学校就学前の子を養育する労働者が、当該子を養
　育するために請求があった場合は、事業の正常な運営
　を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの
　間において労働させてはならない。
　　ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限
　りでない。
【除外される場合】
　① 日々雇用される場合
　② 請求に係る深夜に当該子を保育することができる
　　 同居の家族等がいる場合
　③ 雇用された期間が1年に満たない場合
　④ 1週間の所定労働日数が2日以下の場合

１ 　深夜業の制限について、適切に実施して
いるか。

(1) 育児・介護休業法第19条 (1)
(2)

　深夜業の制限に関する規定を定めていない。
　深夜業の制限について、適切に実施されていない。

Ｂ
Ｂ

(6) 労働者の配置に関する配慮
  　事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、
　その育児の状況に配慮しなければならない。

１ 　労働者の配置について配慮しているか。 (1) 育児・介護休業法第26条 (1) 　労働者の配置について、配慮していない。 Ｂ

１ 　介護休業を、適切に実施しているか。

２ 　介護休業に関する規程を整備している
か。

３ 　介護休養及び短縮措置を職員に周知して
いるか。

(1)
(2)

育児・介護休業法第２１条
育児・介護休業法施行規則第７５条

(1) 　職員への周知が行われていない又は不十分である。 Ｂ

Ｂ
Ｂ

Ｂ

２ 介護休業
(1) 介護休業とは、要介護状態にある家族を介護する労
　働者（日雇労働者を除く）の休業の申出により、介護
　を必要とする家族１人につきのべ９３日間までの範囲
　内で３回を上限として取得できる休業をいう。ただ
　し、有期契約従業員にあっては、介護休業開始予定日か
  ら起算して、９３日を経過する日から６か月を経過する
  日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明
  らかでない者に限り、申出することができる。
【労使協定により適用除外とすることができる者】
　(ｱ) 入社１年未満の者
　(ｲ) 申出の日から９３日以内に雇用関係が終了するこ
　　  とが明らかな者
　(ｳ) 1週間の所定労働日数が２日以下の者

(1)
(2)

育児・介護休業法第１１条～第１６条
育児又は介護を行う労働者の職業生活と家庭
生活の両立のために事業主が講ずべき措置に
関する指針

(1)
(2)
(3)

　介護休業を実施していない。
　介護休業に関する規程を定めていない。
　介護休業に関する規程の内容に不備がある。
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

　 介護休業に関する規程には介護休業期間中の待遇、
 休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項を
 定め、労働基準監督署に届け出る必要がある。

４ 　労働基準監督署に届け出ているか。 (1) 労働基準法第８９条、第９０条 (1) 　労働基準監督署に届出ていない。 Ｂ

(2) 所定労働時間の短縮等の措置
　　要介護状態にある対象家族を介護する労働者につい
　ては、事業主は、労働者が就業しつつ要介護状態にあ
　る対象家族を介護することを容易にするため次のいず
　れかの方法を講じる必要がある。
　・所定労働時間の短縮制度
　・フレックスタイム制度
　・始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
　・介護サービスを利用する場合の費用助成制度
　  対象家族１人につき介護休業とは別に、利用開始か
  ら３年の間で２回以上できるようにしなければならな
  い。

１ 　所定労働勤務時間の短縮措置を、適切に
実施しているか。

(1) 育児・介護休業法第２３条、第２４条 (1) 　所定労働勤務時間の短縮措置を、適切に実施していない。 Ｂ

(3) 時間外労働の制限
　　要介護状態にある家族を介護する者から、家族を介
　護するために請求があったときは、制限時間を超えて
　労働時間を延長してはならない。
　　ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限
　りでない。
 　（制限時間１月２４時間、１年１５０時間）
【除外される場合】
　① 日々雇用される場合
　② 雇用された期間が１年に満たない場合
　③ １週間の所定労働日数が２日以下の場合

１ 　法に定める時間外労働の制限について、
適切に実施しているか。

(1) 育児・介護休業法第１８条 (1) 　法に定める時間外労働の制限について、適切に実施されていない。 Ｂ

(4) 深夜業の制限
　　要介護状態にある家族を介護する者が、当該家族を
　介護するために請求があった場合は、事業の正常な運
　営を妨げる場合を除き、午後１０時から午前5時まで
　の間において労働させてはならない。
　　ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限
　りでない。
【除外される場合】
　① 日々雇用される場合
　② 請求に係る深夜に介護することができる同居の
　　 家族等がいる場合
　③ 雇用された期間が1年に満たない場合
　④ １週間の所定労働日数が２日以下の場合

１ 　深夜業の制限について、適切に実施して
いるか。

(1) 育児・介護休業法第２０条 (1)

(2)

  深夜業の制限に関する規定を定めてい
ない。
  深夜業の制限について、適切に実施されていない。

Ｂ

Ｂ

(5) 労働者の配置に関する配慮
　　事業主は、労働者を転勤させようとする場合には、
　介護の状況に配慮しなければならない。

１ 　労働者の配置について配慮しているか。 (1) 育児・介護休業法第２６条 (1)   労働者の配置について配慮していない。 Ｂ

２
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

３ 　子の看護休暇
　小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ること
により、１人の場合は１年に５日まで、２人以上の場合は１０日まで、病
気・けがをした子の看護、疾病の予防を図るために必要なその子の世話
（予防接種又は健康診断）を行うために、休暇を取得できる。なお、子の
看護休暇は、半日単位で取得することができる。なお、子の看護休暇は、1
日単位又は時間単位で取得することができる。
【除外される場合】
　①　日々雇用される者
　②　労使協定により適用除外とされた場合
　 （ｱ） 雇用された期間が６日月に満たない場合
　 （ｲ)  １週間の所定労働日数が２日以下の場合

１ 　子の看護休暇制度について、適切に実施
しているか。

(1)

(2)

育児・介護休業法第１６条の２～第１６条の
４
育児又は介護を行う労働者の職業生活と家庭
生活の両立のために事業主が講ずべき措置に
関する指針

(1)   子の看護休暇制度について、適切に実施されていない。 Ｂ

４ 　介護休暇
　要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、申し出
ることにより、１年度に５日（要介護状態にある対象家族が２人以上の場
合は、１０日）を限度として、休暇を取得することができる。なお、介護
休暇は、1日単位又は時間単位で取得することができる。
【その他の世話】
　・対象家族の介護
　・対象家族の通院等の付添い、対象家族が介護サービ
　　スの提供を受けるために必要な手続の代行その他の
　　対象家族の必要な世話

【除外される場合】
　①　日々雇用される者
　②　労使協定により適用除外とされた場合
　 （ｱ） 雇用された期間が６か月に満たない場合
　 （ｲ)  １週間の所定労働日数が２日以下の場合

１ 　介護休暇制度について、適切に実施して
いるか。

(1)

(2)

育児・介護休業法第１６条の５～第１６条の
７
育児又は介護を行う労働者の職業生活と家庭
生活の両立のために事業主が講ずべき措置に
関する指針

(1)   介護休暇制度について、適切に実施されていない。 Ｂ

１ 　旅費に関する規程を整備しているか（実
費以外を支給している場合)｡

(1)   旅費に関する規程を作成していない。又は内容に不備がある。 Ｂ

２ 　規程と実態に差異はないか。 (2)   規程内容と実態に差異がある。 Ｂ

 (4) 旅費 　職員が業務又は研修のため出張する場合は、その旅費（実費及び手当）
を支給するものとする。
　旅費日当の支払い、宿泊費の定額払いを行う場合には、根拠となる規定
が必要である。

(1) 労働基準法第８９条、第９０条
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

１ 　宿直又は日直業務について、労働基準監
督署の許可を得ているか。

(1)   宿日直の許可を受けずに実施している。 Ｂ

２ 　許可条件を遵守しているか。 (2)   許可条件に反する宿日直を実施している。 Ｂ

②  昭和４９年７月２６日基監発第２７号
 ・「軽度」とは、おむつ取替え、夜尿起こしであっても
 要介護者を抱きかかえる等身体に負担がかかる場合を
 含まず、「短時間」とは、通達に示された介助作業が一
 勤務中に１回ないし２回含まれていることを限度とし
 て、１回の所要時間が通常１０分程度のものをいうこと
 であること。
 ・宿日直回数について、人員等の関係から週１回の原則
 を確保しがたい事情がある場合に、労働密度が薄く労働
 者保護に欠けるおそれがないと認められる場合に限り、
 例外を認めるものである。

③  昭和２３年１月１３日基発第３３号
 ・一定期間内における宿日直勤務回数が頻繁にわたるも
 のについては許可しない。
 ・回数が頻繁にわたるものとは、原則として宿直につい
 ては週１回を、日直については月１回を超えるものい
 う。
 ・１回の宿直手当（深夜割増賃金を含む）または１回の
 日直手当の最低額は、当該事業場において宿直または日
 直につくことが予定されている同種の労働者に対して支
 払われている賃金の一人一日平均額の３分の１の額、ま
 た、同一企業に属する数個の事業場につき一律の基準に
 より宿日直手当の額を定める必要がある場合には、当該
 事業場の属する企業の全事業場において宿日直につくこ
 との予定されている同種の労働者に対して支払われてい
 る賃金の一人一日平均額の３分の１を下らないこと。

１ 　36協定を締結しているか。 (1) 労働基準法第３６条 (1)   超過勤務を行っているが、３６協定を締結していない。 Ｂ

２ 　労働基準監督署に届け出をしているか。 (1) 労働基準法第３６条 (1)   労働基準監督署に届出をしていない。 Ｂ

３ 　協定内容と現状に差異はないか。 (1)   協定内容と現状とに差異がある。 Ｂ

 (5) 宿日直 　職員に宿日直をさせる場合、労働基準法施行規則第２３条の規定により
労働基準監督署の許可を得ていれば、労働基準法第３２条の規定にかかわ
らず宿直又は日直の業務に従事させることができる。
  許可を得ていない場合は超過勤務手当の支給が必要となる。
＊ 社会福祉施設における宿日直の留意事項は下記通知
 のとおり（抜粋）。
①  昭和４９年７月２６日基発第３８７号
 ・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のもの
 であること。
 ・夜間に従事する業務は、一般の宿直業務のほかには、
 少数の入所児・者に対して行う夜尿起こし、おむつ取替
 え、検温等の介助作業であって、軽度かつ短時間に限る
 こと。
  したがって、夜間における児童の生活指導、起床後の
 着衣指導等通常の労働と同態様の業務は含まれないこ
 と。
 ・夜間に十分睡眠がとりうること。

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

労働基準法第４２条第３号
労働基準法施行規則第23条
昭和２３年１月１３日基発第３３号「日直、
宿直と労働時間、休日との関係」
昭和２２年９月１３日基発第１７号「労働基
準法の施行に関する件」
昭和６３年３月１４日基発第１５０号「労働
基準法関係解釈例規について」
昭和４９年７月２６日基発第３８７号「社会
福祉施設における宿日直勤務許可の取扱いに
ついて」
昭和４９年７月２６日基監発第２７号「社会
福祉施設における宿日直勤務許可の取扱いに
直たり留意すべき点について」

 (6) 協定 １ 　３６協定
　時間外労働及び休日労働を行う場合は協定を締結する必要がある。
　締結に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合の代表者、それ
がない場合は労働者の過半数を代表する者と使用者との間で書面による協
定を結び、労働基準監督署に届け出る必要がある。
　なお、届出の様式は労働基準監督署の窓口に備えられており、有効期間
は１年が一般的である。また、協定は法の適用単位である事業所ごとに締
結しなければならない。
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

１ 　２４協定を締結しているか。 (1) 労働基準法第２４条 (1)   法定外の経費を控除しているが 、24協定を締結していない。 Ｂ

２ 　協定内容、手続は適切か。 (1)   協定内容、手続が不適切である。 Ｂ

３ 　協定の職員への周知
　協定については、常時見やすい場所に掲示し、または備え付け、書面交
付その他の方法により職員に周知しなければならない。

１ 　職員に周知しているか (1) 労働基準法第１０６条 (1)   職員に周知していない又は不十分である。 Ｂ

４ 　賃金の口座振込みについて
　通貨による支払が原則であるが、個々の労働者の同意を得た場合には、
口座振込みにより支払うことができる。
  取扱金融機関は、金融機関の所在状況からして一行に限定せず複数とす
る等労働者の便宜に十分配慮して定めること。

１ 　口座振込みに関する個人の書面による同
意を得ているか。

(1) 労働基準法施行規則第７条の２ (1)  個人の同意を得ていない。 Ｂ

３ 職員の配置等
 (1) 職員配置 １ 　利用者に対して適切な処遇を行うため、国基準に対する職員が不足した

場合はもちろんのこと、都の基準に対して不足する場合も職員の充足を指
導する。

１ 　基準に定める職員配置は適正に行われて
いるか。
 ・国基準、都基準は確保すること。

(1)
(2)

都条例第５条、第６条
東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助
金交付要綱

(1)
(2)

  国及び都の職員配置基準に定める職員を確保していない。
  非常勤職員の配置が不適正である。

Ｃ
Ｃ

２   資格を要する職種において、有資格者が
勤務しているか。

(1)   資格を要する職種に資格を有する職員が勤務していない。 Ｃ

３   病休、産休、育休等の代替職員を確保し
ているか。

(1)   産休・病休代替職員経費の補助を受けていて代替職員を確保してい
ない。

Ｃ

２ 　同一敷地内に設置されている社会福祉施設の職員の施設間の兼務は、直
接処遇職員については認めない。
　事務員、調理職員等の場合は、業務内容を確認の上、特に問題がない場
合は認める。

１ 　入所者等の処遇に直接従事する職員に兼
務職員がいないか。

(1) 都条例第５条 (1)   入所者の処遇に直接従事する職員に兼務職員がいる。 Ｃ

２ 　２４協定
　賃金から法令で定められている税金、社会保険料等以外の給食費や親睦
会費などの経費を控除する場合は、３６協定と同様に「賃金控除協定」を
締結する必要がある。
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 (2) 採用、退職 １ 　募集及び採用について、性別にかかわらず均等な機会を与えなければな
らない。

１ 　募集及び採用時に性別にかかわらず均等
な取り扱いをしているか。

(1) 均等法第５条、第６条、第７条、
第８条

(1)   募集及び採用時に均等な取り扱いをしていない。 Ｂ

１ 　職員の採用時に職務内容、給与等の労働
条件を明示しているか。

(1)   採用時に労働条件の明示がない又は不十分である。 Ｂ

２ 　異動、昇給、昇格時に辞令の交付等をし
ているか。

(1)   異動、昇給、昇格時に辞令の交付等をしていない。 Ｂ

３ 非常勤職員の雇用
　雇用期間、賃金、労働時間、職務内容等が明確であること。
　 ※パートタイム・有期雇用労働法上の明示事項
　　　昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、短時
　　　間労働者の雇用管理の改善

１ 　非常勤職員に、雇入通知書（雇用契約
書）等の文書を交付し、必要な勤務条件を
明確にしているか。

(1)

(2)

短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理
の改善等に関する法律(平成５年６月１８日
法律第７６号)第６条
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理
の改善等に関する法律施行規則(平成５年１
１月１９日労働省令第３４号)第２条

(1)   非常勤職員に労働条件の明示がない又は不十分である。 Ｂ

　職員の状況を把握するため、関連帳簿を整備しておかなければならな
い。
・労働者名簿
 ＊必要事項は次のとおり
　氏名、生年月日、履歴、性別、住所、従事する業務の種類、
　雇入の年月日、退職の年月日及びその事由、死亡の年月日
　及びその原因

１ 　労働者名簿は全職員分を整備している
か。

(1)
(2)

労働基準法第１０７条
労働基準法施行規則第５３条第１項

(1)   労働者名簿を整備していない。 Ｂ

・資格証明書 ２ 　資格が必要な職種の職員について、資格
証明書を整備しているか。

(1) 都条例第１５条 (1)

(2)

  資格職種の全員分の資格証明書を整備していない。
 
 一部職員の資格証明書を整備していない。

Ｃ

Ｂ

・履歴書 ３ 　履歴書は全職員分を整備しているか。 (1)

(2)

  全職員分の履歴書を整備していない。

  一部職員の履歴書を整備していない。

Ｃ

Ｂ

４  勤務状況

 (1) 勤務体制 　施設における職員の労働時間・休日等は、労働基準法を遵守した上で、
利用者の生活上の日課に即したものとする必要がある。

１ 　勤務体制が、労働基準法上、適正か。 (1) 労働基準法第３２条、第３５条 (1)   労働時間・休日等が労働基準法上適正でない。 Ｂ

２ 　適切なサービスを提供し、入所者の安全
が確保できる勤務体制となっているか。

(1) 防火安全対策の強化について (1)

(2)

  勤務体制が利用者の処遇上適切でない。

  勤務体制が利用者の処遇上不十分である。

Ｃ

Ｂ

 (2) 勤務関連帳簿
   の整備

　職員の状況を把握するため、関連帳簿を整備しておかなければならな
い。
 ・出勤・退勤に関するもの（タイムカ－ド）
 ・出張（外出）に関するもの
 ・所定時間外勤務に関するもの
 ・休暇取得に関するもの　　など

１ 　服務関連帳簿を整備しているか。 (1) 都条例第１５条 (1)

(2)

  服務に関する帳簿を整備していない。

  記録の内容に不備がある。

Ｃ

Ｂ

 (3) 勤務表  交替制勤務が有る場合、あらかじめ職員個々の勤務を明確に定め、周知し
ている必要がある。また、この設定した勤務と実態に相違があってはなら
ない。

１ 　勤務体制が、勤務表により明確にされて
いるか。

(1) 都条例第１５条 (1)   勤務表を作成していない。 Ｃ

 (3) 人事関連帳簿
   の整備

２ 　使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その
他の条件を明示しなければならない｡
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に
    関する事項
(3) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(4) 所定労働時間を超える労働の有無
(5) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに
　　終業時転換に関する事項
(6) 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切
　  り及び支払いの時期に関する事項
(7) 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
については書面交付の方法により明示する必要がある。

(1)
(2)
(3)

労働基準法第１５条
労働基準法施行規則第５条第１項、第２項
労働契約法(平成１９年１２月５日法律第１
２８号)第４条
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

５  職員給与等の状況

 (1) 本俸・諸手当 　給与及び諸手当の支給基準が明確に定められ、この定められた基準にし
たがい支給することが必要である。
  職員の給与の支給については、労働基準法及び最低賃金法で定める事項
の外は、当該法人における労働契約、就業規則、労働協約が尊重される。
　職員の給与については、財源が措置費等公的資金であり、適正に支給す
ることが必須である。また、施設長等施設の幹部職員の給与が、当該施設
の給与水準に比較して著しく高額となっていない必要がある。

１ 　給与の支給は規程に基づき適切に支給し
ているか。

(1)
(2)
(3)

労働基準法
最低賃金法
平成１３年７月２３日付雇児発第　４８８
号、社援発第１２７５号、老発第２７４号
「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会
福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督
の徹底について」５－（３）－オ

(1)   給与の支給内容に問題がある。 Ｂ

１ 　初任給格付及び昇給昇格の基準は明確
か。

(1)

(2)

(3)

  初任給格付及び昇給昇格の決定基準が明確でない。

  初任給を給与規程どおりに決定していない。
 
　昇給及び昇格を規定どおりに行っていない。

Ｂ

Ｂ

Ｂ

２   初任給格付及び昇給昇格は、決裁を得
て、記録を整備しているか。

(1)
(2)

  昇給及び昇格の記録がない。
  初任給決定及び昇給昇格の決裁を得ていない。

Ｂ
Ｂ

（項目5(1)「本俸・諸手当」と同じ） １ 　諸手当は規定どおり支給されているか。 (1)   諸手当の支給が不適正である。 Ｂ

２ 　宿直手当及び日直手当は、毎年度計算
し、許可条件以上の額であるか確認してい
るか。

(1)   宿直手当及び日直手当の額は毎年度計算し、許可条件以上の額か確
認していない。

Ｂ

３ 　夜勤手当及び超過勤務手当の算出は適正
か。

(1) 労働基準法第３７条 (1)   夜勤手当及び超過勤務手当の算出が適正なものとなっていない。 Ｂ

 (4)  社会保険 　職員5人以上を使用する事業所は、健康保険、厚生年金、雇用保険及び労
災保険（雇用保険と労災保険は1人でもいれば加入）のいずれの保険におい
ても、被保険者として強制加入又は強制適用されることとなっており、児
童・障害施設はすべて社会保険等に加入の義務がある。事業主の保険料負
担分は措置費の中に組み込まれており、また、東京都民間社会福祉施設
サービス推進費事業の補助対象経費に含まれている。

１   社会保険への加入は適正か。 (1)

(2)

(3)

(4)

健康保険法(大正１１年４月２２日法律第７
０号)第３条第１項・第３項
厚生年金保険法(昭和２９年５月１９日法律
第７０号)第６条第１項・第９条
雇用保険法(昭和４９年１２月２８日法律第
１１６号)第５条
労働者災害補償保険法(昭和２２年４月７日
法律際５０号)第３条第１項

(1)
(2)

  健康保険、厚生年金等いずれかの保険に未加入である。
  加入はしているが、いずれかの保険に未加入者がいる。

Ｂ
Ｂ

 (5)  賃金台帳 　使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事
項及び賃金の額その他法令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入す
ること。

１ 　賃金台帳を適正に作成しているか。 (1) 労働基準法第１０８条、第１０９条 (1)

(2)

  賃金台帳を作成していない。

  賃金台帳の記載内容が不十分である。

Ｂ

Ｂ

６  健康管理 １ 　労働者の健康の確保は、事業の円滑な遂行に不可欠な条件であり、法の
定めにより定期的に健康診断を実施するとともに、労働者の安全又は衛生
のための教育等が必要である。

１ 　職員の安全衛生管理体制を確立している
か。

 ・労働者が常時５０人以上の施設においては、衛生管理者及び産業医を選
任し、労働基準監督署に届出ること。

(1) (職員５０人以上の施設におい
　て)衛生管理者及び産業医を選任
　届け出ているか。

(1) 労働安全衛生法第１２条、第１３条 (1)
(2)

  衛生管理者及び産業医を選任していない。
  衛生管理者及び産業医の届出をしていない。

Ｂ
Ｂ

 (2) 本俸の決定 　本俸の決定は賃金に関する事項であり、労働基準法第
15条に基づき明確にする必要がある。
 ・初任給決定基準が明確であること。
 ・初任給決定の際は資格証明、前歴証明により確認を行
 うこと。
 ・昇給及び昇格については労働者名簿等に記録するこ
 と。
 ・初任給決定及び昇給昇格は決裁をとること。

(1) 労働基準法第１５条、第８９条

 (3) 諸手当の支給
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

 ・労働者が常時１０人以上５０人未満の施設において
 は、衛生推進者を選任し、衛生管理者に準じた職務を行
 わせること。また、衛生に関する事項について関係労働
 者の意見を聴くための機会を設けること。

(2) (職員１０人以上５０人未満の
　施設において)衛生推進者を選任
　しているか。

(1) 労働安全衛生法第１２条の２ (1)   衛生推進者を選任していない。 Ｂ

 ・労働者が常時５０人以上の施設においては、労使で構
 成する安全衛生委員会を設け、法定の事項を調査審議
 し、事業者に対し意見を述べさせること(月１回以上)。

(3) (職員５０人以上の施設におい
　て)衛生委員会を設けているか。

(1)
(2)

労働安全衛生法第１８条
労働安全衛生規則第２２条、第２３条

(1)   衛生委員会を設置していない。 Ｂ

２ 　健康診断を適正に行い、かつ記録を整備
しているか。
(1) 健康診断を適切に実施している
　か。

(1)
(2)
(3)
(4)

  健康診断が未実施である。
  調理に携わる者に健康診断の未受診者がいる。
  健康診断の未受診者がいる。
　健康診断の実施時期、方法が適切でない。

Ｃ
Ｃ
Ｂ
Ｂ

(2) 必要な検査項目を満たしている
　か。

(1)   健康診断に未実施項目がある。 Ｂ

 ・健康診断個人票を作成し、５年保存すること。
 ・労働者が常時５０人以上の施設においては、「健康診
 断結果報告書」を労働基準監督署に提出すること。

(3) 健康診断個人票を作成し、保管
　しているか。
(4) 健康診断結果報告書を労働基準
　監督署に提出しているか(職員
　５０人以上の施設のみ）。

(5) 労働安全衛生規則第５１条、第５２条 (1)
(2)
(3)

  健康診断個人表を作成し、保管していない。
  健康診断実施記録の整備が不十分である。
  健康診断結果報告書を労働基準監督署に提出していない（労働者が
常時５０人以上の施設の場合。）。

Ｂ
Ｂ
Ｂ

３ 　腰痛検診等
  平成２５年６月１８日基発０６１８第４号「職場における腰痛予防対策
の推進について」に基づき対策を講じること。

１ 　腰痛に対し、検診等の対策を講じている
か。

(1) 平成２５年６月１８日基発０６１８第４号
「職場における腰痛予防対策の推進につい
て」

(1)   腰痛検診等の対策を講じていない。 Ｂ

４ 　休憩設備
 ・労働者が有効に利用し得る休憩の設備を設けるように
 努めること。
 ・労働者が常時５０人以上又は女子３０人以上の施設に
 おいては、労働者が臥床することができる休養室又は休
 養所を男女用に区別して設けること。

１ 　(職員５０人以上又は女性３０人以上の施
設において）休憩室を適切な環境に確保し
ているか。

(1) 労働安全衛生規則第６１３条、第６１８条 (1)

(2)

  労働者５０人以上又は女子３０人以上の施設で、休憩室がない又は
利用できない。
  休憩室を適切な環境に確保していない。

Ｂ

Ｂ

５ ストレスチェック制度
　労働者が常時５０人以上の施設においては、労働者に対し、心理的な負
担の程度を把握するための検査を行うこと。

１ （職員５０人以上の施設において）労働者
に対し、心理的な負担の程度を把握する検
査を行っているか。

(1) 労働安全衛生法第６６条の１０ (1)   （職員５０人以上の施設において）労働者に対し、心理的な負担の
程度を把握する検査を行っていない。

Ｂ

　常時使用する労働者を雇い入れる時は、健康診断を行わなければならな
い。（雇入時健康診断）
　定期健康診断は１年以内ごとに１回の実施が求められているが、夜間業
務に従事する職員の場合には６か月以内ごとに１回の健康診断が必要とな
る。（定期健康診断）
　なお、１年以上雇用されることが予定されている者及び更新により１年
以上引続き雇用されている者で、就労時間数が通常の就労者の３／４以上
の者についても同様に行うこと。
　事業者は、一般健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると
認める労働者に対して、医師又は保健師による保健指導(必要に応じ日常生
活面での指導、健康管理に関する情報の提供、健康診断に基づく再検査又
は精密検査、治療のための受診の勧奨等)を受けさせるよう努めなければな
らない。

１ (1)

(2)

(3)

(4)

労働安全衛生法第６６条

労働安全衛生規則第４３条～４５条、

平成８年１０月１日健康診断結果措置指針第
１号「健康診断結果に基づき事業者が講ずべ
き措置に関する指針」

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療
に関する法律(平成１０年１０月２日法律第
１１４号)第５３条の２
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

１ 　研修の機会を確保しているか。 (1)
(2)

  研修を実施していない。
  研修の実施が不十分である。

Ｃ
Ｂ

２ 　研修計画を立てているか。 (1)   研修計画が立てられていない。 Ｂ

３ 　研修の成果を十分活用しているか。 (1)   結果報告を実施していない。 Ｂ

４ 　職務関連資格の取得に配慮しているか。
 ・社会福祉士、介護福祉士等

(1)   職務関連資格の取得に対する配慮がなれていない。 Ｂ

１ 　施設長はその職責を果たしているか。 (1) 社会福祉法第６６条 (1)
(2)

(1)
(2)

  運営管理上問題が生じている。
  運営管理上問題が生じている。
　（軽微な場合。）

  業務の把握状況に問題がある。
  業務の把握状況に問題がある。
　（軽微な場合。）

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

２ 　施設長は資格要件を満たしているか。 (1)
(2)

(3)

都条例第6条
昭和４７年５月１７日社庶第８３号「社会福
祉法人の経営する社会福祉施設の長につい
て」
昭和５３年２月２０日社庶第１３号「社会福
祉施設の長の資格要件について」

(1)   施設長が資格要件を満たしていない。
(資格要件を満たさず、かつ、施設長資格認定講習受講手続き等を全く
行っていない場合）

Ｃ

２ 　施設長は職務に専念する必要があり、同一敷地内においても専任が望ま
しい。なお、他業務、僧侶、団体役員等の兼務の場合で、日常の業務に支
障がない場合は認める。兼務の場合、給与規程で定めている場合に手当の
支給は認めるが、給与の二重払いは認めない。

１ 　施設長は専任となっているか。 (1) 社会福祉法第６６条 (1)

(2)

  他施設等の職員を兼務している。
　（同一敷地内を除く。）

  施設長としての勤務実態が不明確である。

Ｃ

Ｂ

３ 　相手の意に反する性的な言動で、それに対する対応によって仕事を遂行
するうえで、一定の不利益を与えたり、就業環境を悪化させること（セク
シュアルハラスメント）は、職員個人としての尊厳を不当に傷つけるとと
もに、就業環境を悪化させ、能力の発揮を阻害するものである。

１ 　セクシュアルハラスメントに関する方針
を明確化し、周知・啓発しているか。ま
た、相談・苦情に適切かつ柔軟に対応して
いるか。

(1)
(2)

均等法第１１条、第１６条
平成１８年度厚生労働省告示第６１５号「事
業主が職場における性的な言動に起因する問
題に関して雇用管理上講ずべき措置について
の指針」

(1)   セクシュアルハラスメントの防止や必要な対策を講じていない、又
は取組が不十分である。

Ｂ

４   同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での
優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与え
る又は就業環境を悪化させる行為（パワーハラスメント）は、職員個人と
しての尊厳を不当に傷つけるとともに、能力の発揮を阻害するものであ
る。

１   パワーハラスメントに関する方針を明確
化し、周知・啓発しているか。
　また、相談・苦情に適切かつ柔軟に対応
しているか(令和2年6月1日施行)。

(1)

(2)

労働施策総合推進法第３０条の２、第３０条
の３
令和２年厚生労働省告示第５号「事業主が職
場における優越的な関係を背景とした言動に
起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措
置等についての指針」

(1)   パワーハラスメントの防止や必要な対策を講じていない。 Ｂ

１ 　配置、構造及び設備は、日照、採光、換
気その他の入所者の保健衛生に関する事
項、入所者に対する危害の防止及び防災に
ついて十分に考慮されたものか。

(1) 都条例第７条 (1) 　配置、構造及び設備は、日照、採光、換気その他の入所者の保健衛
生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について十分に
考慮されていない。

Ｃ

２ 　配置、構造及び設備に危険な個所はない
か。

(2) 都条例第７条 (2) 　配置、構造及び設備に危険な個所がある。 Ｃ

(1) 平成１９年８月２８日厚生労働省告示第２８
９号「社会福祉事業に従事する者の確保を図
るための措置に関する基本的な指針」

8  施設長の職務 １ 　施設長は、運営管理全般の統括、利用者との連絡調整、地域社会との連
携など施設長としての職責を十分果たすこと。

9  構造設備の一般原則 　婦人保護施設の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気その他の入所
者の保健衛生に関する事項、入所者に対する危害の防止及び防災について
十分に考慮されたものでなければならない。

７　職員研修  施設職員の資質の維持、向上を図るためには系統的、効果的研修計画がた
てられている必要がある。特に、個人個人の職務遂行能力に応じた、具体
的内容を持った実施計画が立てられていることが望まれる。

 ・施設職員に対し、系統的、効果的な研修計画が立てられてい
 ること。
(1)  施設内研修
(2)  施設外研修
 ・職員の研修に関する要望を聴取し、計画に反映させること。
 ・研修終了後、報告をさせ、不参加の職員にも研修内容を周知
 させること。
 ・研修効果を把握し、今後の研修計画に反映させること。
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

10  設備の基準

１ 　建物は耐火又は準耐火建築物か。 (1)
(2)

都条例第８条第１項
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第
２条第９号の２、第９号の３

(1)   耐火又は準耐火建築物ではない。 Ｃ

２ 　耐火建築物又は準耐火建築物でない建物
は、火災にかかる入所者の安全性が確保さ
れているか。

(1) 都規則第３条第１項 (1) 　耐火建築物又は準耐火建築物でない建物であり、火災にかかる入所
者の安全性が確保されていない。

Ｃ

２ 　婦人保護施設は、次に掲げる設備を設けなければならない。
①　居室
②　静養室
③　食堂
④　集会室兼談話室
⑤　浴室
⑥　洗面所
⑦　便所
⑧　医務室
⑨　調理室
⑩　宿直室
⑪　事務室
⑫　相談室
⑬　作業室
⑭　洗濯室
⑮　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

１ 　必要な設備を設けているか。 (1) 都条例第８条第２項 (1) 　必要な設備を設けていない。 Ｃ

３ 居室等の基準
①　居室
・　入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おお
　むね4.95平方メートル以上とすること。

１ 　必要な床面積を確保しているか。 (1) 都規則第３条第２項第１号 (1) 　必要な床面積を確保していない。 Ｃ

・　主要な出入り口は、避難上有効な空地、共同廊下又は広
　間に直接面して設けること。

２ 　主要な出入り口は避難上有効な空地、共
同廊下又は広間に直接面しているか。

(2) 　主要な出入り口は避難上有効な空地、共同廊下又は広間に直接面し
ていない。

Ｃ

・　寝具を収納するための押入れその他の設備（以下「寝具
　を収納するための設備」という。）のほか、各人別に身の
　回りの品を収納することができる収納設備を設けること。
　ただし、寝台を設ける場合は、寝具を収納するための設備
　を設けることを要しない。

３ 　収納設備を設けているか。 (3) 　収納設備を設けていない。 Ｃ

②　食堂
・　食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室について
　常に清潔を保持するために必要な措置を講じること。

１ 　食器、調理器具等の消毒その他食堂及び
調理室について常に清潔を保持するために
必要な措置を講じているか。

(1) 都規則第３条第２項第２号 (1) 　清潔を保持するために必要な措置を講じていない。 Ｃ

③　医務室
・　入所者の診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医
　療器具を備えること。

１ 　入所者の診療するために必要な医薬品、
衛生材料及び医療器具を備えているか。

(1) 都規則第３条第２項第３号 (1) 　医薬品、衛生材料及び医療器具を備えていない。 Ｃ

④　調理室
・　食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室について
　常に清潔を保持するために必要な措置を講じること。

１ 　食器、調理器具等の消毒その他食堂及び
調理室について常に清潔を保持するために
必要な措置を講じているか。

(1) 都規則第３条第２項第２号 (1) 　清潔を保持するために必要な措置を講じていない。 Ｃ

　(1) 建物設備の状況 １ 　婦人保護施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物
を除く。）は、耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。
　ただし、知事が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意
見を聴いて、都規則で定める要件を満たし、かつ、火災に係る入所者の安
全性が確保されていると認めた婦人保護施設の建物の場合は、この限りで
ない。（平成１４年４月１日前から存する婦人保護施設の建物については
適用しない。）

※  ただし書に規定する都規則で定める要件は、次の各号のい
  ずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。
①　スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃
　材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所
　への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に
　配慮した構造であること。
②　非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の
　体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであるこ
　と。
③　避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避
　難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であっ
　て、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火
　災の際の円滑な避難が可能なものであること。
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

⑤　相談室
・　室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設
　けること。

１ 　室内における談話の漏えいを防ぐための
間仕切り等を設けているか。

(1) 都規則第３条第２項第４号 (1) 　間仕切り等を設けていない。 Ｃ

⑥　消火設備その他の非常災害に際して必要な設備
・　廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 １ 　廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を

設けているか。
(1) 都規則第３条第２項第５号 (1) 　廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けていない。 Ｃ

・　火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 ２ 　火気を使用する部分は、不燃材料を用い
ているか。

(2) 　火気を使用する部分は、不燃材料を用いていない。 Ｃ

 (2) 環境整備の状況 　施設は次により環境の整備を行わなければならない。
 ・ 施設は、日常行う清掃のほか、大掃除及びねずみ、
 昆虫等による被害の状況等について6か月以内ごとに1
 回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査に基づ
 き、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を
 講ずること。

１ 　施設内外の清掃、ねずみ等の状況調査及
びねずみ等の発生を防止するための必要な
措置を行っているか。

(1)
(2)

労働安全衛生規則第６１９条
平成９年３月３１日社援施第６５号「社会福
祉施設における衛生管理について」

(1)   施設内外の清掃、ねずみ等の状況調査及びねずみ等の発生を防止す
るための必要な措置を行っていない。

Ｂ

 (3) 環境衛生の状況 １ 　飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、かつ衛生上必要な措
置を講じなければならないことから、自家水及び受水槽等使用の場合、清
浄な飲料水の確保を管理者自らが責任を持って行うこと。
 (1) １００人を超える居住者に地下水（井戸水）を供給
　 する場合は、「専用水道」となり、保健所への確認
　 申請、水道技術管理者の設置、水道事務月報の提出
　 等が義務付けられている。

１ 　水道法に基づく水質検査等を定期的に実
施しているか。
＊専用水道に該当する自家水
　（井戸水）
＊簡易専用水道

(1)
(2)

都条例第１１条
平成８年７月１９日社援施第１１６号「社会
福祉施設における飲用井戸水及び受水槽の衛
生確保について」

(1)   水道法に基づく水質検査を定期的に実施していない Ｃ

　なお、「専用水道」以外の「飲用井戸」の管理については、法的義務は
ないが,「東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保
に関する条例」及び「飲用に供する井戸等の衛生管理指導要綱」（都福祉
保健局）等で、衛生的措置を採るよう規定されている。

（参考）　専用水道の定義
「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他
水道事業の用に供する水道以外の水道であって、１００人をこえる者にそ
の居住に必要な水を供給するものをいう。ただし、他の水道から供給を受
ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設さ
れている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。

２

３

　水槽の清掃及び点検を実施しているか。

　毎日の水質検査を実施しているか。

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

(9)

水道法(昭和３２年６月１５日法律第１７７
号)第３条６項、第３２条～第３４条
水道法施行規則(昭和３２年１２月１４日厚
生省令第４５号)第５３条
水道法第３条７項、第３４条の２
水道法施行規則第５５条、５６条
水道法施行令第(昭和３２年１２月１２日政
令第３３６号)２条
東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛
生的な飲料水の確保に関する条例(平成１４
年１２月２５日東京都条例第１６９号）

(1)   水槽の清掃・点検、毎日の水質検査、などの衛生的管理を実施して
いない。

Ｂ

２ 　受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える設備を有する等水道法で規定す
る簡易専用水道の場合には、次の事項を行う。
 (1) 厚生大臣が指定する検査機関による検査を年１回実
　 施すること。
 (2) 次のような衛生管理を行うこと。
　①  貯水槽の清掃（年1回）（専門の清掃業者に委
    託）。
　②  水槽等施設の点検・整備（月1回）
　　　水槽のヒビ割れ、水槽等の汚染、水槽内の異物の
　　混入等
　③　給水栓における水の色、濁り、臭い、味、その他
　　の状態により供給する水に異常を認めたときは、必
　　要な水質検査を行う。
    　なお10㎥以下の小規模給水施設管理者は法的義
　　務はないが「東京都小規模貯水槽水道等における安
　　全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」等で、衛
　　生的措置を採るよう規定されている。

　(1) 建物設備の状況
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（参考）　簡易専用水道の定義
　簡易専用水道とは、都や市などの水道から供給される水だけを水源とし
て、その水をいったん受水槽に溜めてから給水する水道のうち、受水槽の
有効容量の合計が１０㎥を超えるものをいう。
　ただし、工場などに設置しているもので、まったく飲み水として使用し
ていない場合は、簡易専用水道には該当しない。
　また、地下水（井戸水）を受水槽に溜め供給しているものは、簡易専用
水道ではないが、１００人を超える居住者に給水する場合は、「専用水
道」として別の規制を受ける。

３ 　大量調理施設（同一メニュー１回３００食以上または１日７５０食以上
の施設）において、水道事業により供給される水以外の井戸水等を使用す
る場合には、公的検査機関、厚生大臣の指定検査機関等に依頼して、年２
回以上水質検査を行うよう指導されている。

４ 　大量調理施設において適切な衛生管理を
行っているか。

(1)

(2)

平成９年３月３１日社援施第６５号「社会福
祉施設における衛生管理について」
平成９年３月２４日衛食第８５号「大量調理
施設衛生管理マニュアル」

(1)   大量調理施設において井戸水等の水を使用する場合に、年２回以上
水質検査を実施していない。

Ｃ

４ 　浄化槽を使用している場合、放流水の水質検査及び浄化槽の保守点検を
定期的に行うことが義務付けられている。

５ 　浄化槽の点検及び検査を実施している
か。

(1) 浄化槽法(昭和５８年法律第４３号)第１０条 (1)   浄化槽を使用している場合、浄化槽の定期的な点検及び水質検査を
実施していない。

Ｂ

11  災害対策の状況

１ 　防火管理者を選任し、届け出ているか。 (1)   防火管理者の選任、届出を行なっていない。 Ｃ

２ 　管理的あるいは監督的地位にある者を選
任しているか。

(2)   管理的或いは監督的地位にあるものを選任していない。 Ｂ

　災害を未然に防止するとともに、発生した場合にその被害を最小限にく
い止めるためには、次により対応することが求められる。
 ・３日間程度の非常備蓄品を準備すること。
 ・広域避難場所までの道路等の実態把握をすること。
 ・非常持出し品としてラジオ、懐中電灯、利用者名簿等
　 常に準備しておくこと。
 ・カーテン、絨毯等政令で定める基準以上の性能を有す
　 るものであること。

３ 　カーテン、絨毯等は防炎性能を有してい
るか。

(1)
(2)
(3)
(4)

消防法第８条の３
消防法施行令第４条の３
消防法施行規則第４条の３
防火安全対策の強化について

(1)   カーテン、絨毯等が防炎性能を有していない。 Ｃ

 ・避難者名簿の記載事項は次のとおり
   ・当日在園者居室別氏名
   ・緊急連絡先
   ・身体状況
   ・福祉事務所名等

４ 　緊急連絡網及び入所者名簿（避難者名
簿）を常に整備しているか。

(1)   避難者名簿を整備していない。 Ｂ

 (1) 管理体制
   ア  防火管理

 防火管理者は、防火対象物の位置、構造及び設備の状況並びにその使用状
況に応じ、おおむね次の事項について、当該防火対象物の管理について権
限を有する者の指示を受けて消防計画を作成することとされている。
 (1) 選任（解任）・届出
  　施設においては、防火管理者を選任し、所轄の消防署
　に遅滞なく届け出なければならない（消防法第8条）。
 (2) 資格
  　消防法施行令第3条に規定する資格が必要である。
 (3) 業務
  　防火管理者は、防火管理上必要な業務を誠実に遂行す
　るとともに、消防用設備等の点検及び整備、又は適切な
　防火管理上の指示を与えなければならない（消防法施行
　令第３条の２）。
  　その業務は以下のとおり（消防法第8条）。
　① 消防計画の作成
　② 消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施
　③ 消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必
  　 要な施設の点検及び整備
　④ 火気の使用又は取扱いに関する監督
　⑤ 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
　⑥ 収容人員の管理
　⑦ その他防火管理上必要な業務

(1)

(2)

(3)

消防法第８条

消防法施行令第３条、第３条の２

消防法施行規則第３条の２
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 ・施設の災害対策について、保護者へ施設だより等によ
 　り周知を図ること。

 ・夜勤職員（宿直を含む。）について、措置費算定上の
 　人員を配置すること。

５ 　夜間の防災体制が十分確保されている
か。

(1) 防火安全対策の強化について (1)
(2)

  夜間の防災体制がとれていない。
  夜勤職員（宿直を含む。）について措置費算定上の職員を配置して
いない.

Ｃ

Ｂ

  イ  近隣住民、関係
　　機関との連携

１ 　消防署等、関係機関との連携に努めてい
るか。

(1) 防火安全対策の強化について Ｂ

２ 　災害時における近隣住民等との応援・協
力体制の確保に努めているか。

(1) 防火安全対策の強化について

 (2) 消防計画

　 ア 消防計画 　消防計画は、利用者の火災等非常災害時における利用者、職員の安全確
保を図るために、その基本となる具体的計画であり、消防法施行規則第３
条に定める項目を満たして作成し、所轄の消防署に届け出る必要がある。

 ・消防計画を作成したとき及び内容を変更したときは所
 轄消防署長へ届け出をすること。
 ・消防計画の内容について関係者へ周知すること。

１ 　消防計画を作成し、所管消防署に届けて
いるか。

(1)
(2)
(3)
(4)

消防法第８条
消防法施行令第３条の２
消防法施行規則第３条
都条例第２０条、都規則第５条

(1)
(2)
(3)

  消防計画を作成の上、所轄消防署に届け出ていない。
  消防計画を作成していない。
  消防計画の内容に不備がある。

Ｃ
Ｃ
Ｂ

２ 　消防計画変更の際には変更の届出がされ
ているか。

(1)   変更届出をしていない。 Ｂ

３ 　消防計画の内容について、関係者に周知
しているか。

(1)   職員へ周知していない。 Ｂ

　 イ  防災計画 　事業者は、都及び区市町村が作成する地域防災計画を基準として、事業
活動に関して震災を防止するための事業所単位の防災計画を作成しなけれ
ばならない。
　
・ 消防計画に、地震防災応急計画相当事項（震災対策）
 事業所防災計画に規定すべき事項を定めること。

１ 　地震防災計画（事業所防災計画）を作成
しているか。

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

昭和５５年１月１６日社施第５号「社会福祉
施設における地震防災応急計画の作成につい
て」
東京都震災対策条例(平成１２年１２月２２
日東京都条例第２０２号)第１０条
平成１３年４月６日消防庁告示第２号「東京
都震災条例に基づく事業所防災計画に関する
告示
東京都帰宅困難者対策条例(平成２４年３月
３０日東京都条例第１７号)第４条
都条例第１７条

(1)

(2)

  事業所防災計画を作成していない。

  事業所防災計画の内容に不備がある。

Ｃ

Ｂ

　施設の火災等においては、施設職員だけではその対応が必ずしも十分で
ない場合が多く、また、救助された者を一時的に収容する場所も必要であ
る。
　このため、地域の自治会等と災害対策協定を締結するなど近隣に所在す
る施設、病院等相互間の連携を図るとともに、地域住民及びボランティア
団体とも日常の連携を密にし、施設で行う避難訓練への参加等により施設
の構造・配置、入所者の実態を認識してもらい、緊急の場合の応援、協力
体制を確保しておくことが大切である。

(1)   連携、協力体制の確保について検討を行っていない。
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

 (3) 災害対策等の状況
 （避難確保計画の作成、
 　避難訓練の実施）

　 区市町村地域防災計画に定められた洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警
戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成
し、区市町村長に報告しなければならない。また、当該計画で定めるところにより、
避難訓練を実施し、その結果を区市町村長に報告しなければならない。

１ 　避難確保計画を作成し、区市町村長に報告
しているか。

（１）
（２）

水防法第１５条の３第１項、３第２項
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対
策の推進に関する法律第８条の２第１項、第２項

（１）
（２）

　避難確保計画を作成していない。
  区市町村長に報告していない。

Ｂ
Ｂ

２ 　避難確保計画で定めるところにより、避難訓
練を実施し、その結果を区市町村長に報告し
ているか。

（１）
（２）

水防法第１５条の３第５項、
土砂災害防止法第８条の２第５項

（１）
（２）

   避難確保計画で定めるところにより、避難訓練を実施していない。
　 区市町村長に報告していない。

Ｂ
Ｂ

 (4)消防署の立入検査 　消防法第４条に基づく消防署の立入検査の結果による指示事項について
は、施設として速やかに指示事項を改善すること。

１ 　消防署の立入検査の指示事項について改
善しているか。
 ・消防署立入検査結果通知書

(1) 消防法第５条 (1)
(2)

  消防署の立入検査の指示事項に対する改善がされていない。
  消防署の立入検査の指示事項に対する改善が不十分である。

Ｂ

Ｂ

１ 　避難・消火・通報訓練が法令・通達で定
められている回数を実施しているか。

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

消防法施行令第４条の２第２項
消防法施行規則第３条第１０項
都条例第１７条
昭和３０年２月２２日社発第１１８号通知
「収容施設における火災の防止について」
防火安全対策の強化について

(1)

(2)

　避難及び消火訓練を実施していない。

　実施方法が不適切である。

Ｃ

Ｂ

２ 　夜間を想定した訓練を実施しているか。 (1)

(2)

防火安全対策の強化について

火災防止対策の強化について

(1)

(2)

  夜間（想定）訓練を実施していない。

  実施方法が不適切である。

Ｃ

Ｂ

３ 　地震を想定した訓練を実施しているか。 (1) 昭和５５年１月１６日社施第5号「社会福祉
施設における地震防災応急計画の作成につい
て」

(1)

(2)

  地震（想定）訓練を実施していない。

  実施方法が不適切である。

Ｂ

Ｂ

４ 　あらかじめ避難訓練について消防署への
通知をしているか。

(1) 消防法施行規則第３条第１１項

５ 　訓練結果の記録の整備をしているか。 (1) 都条例第１５条 (1)

(2)

  訓練記録がない。作成されていない。

  訓練記録に不備がある。

Ｂ

Ｂ

 (5)防災訓練 １  非常災害に平静かつ迅速に対応するには、平素から
  の訓練が大切である。
 ・ 消防計画に沿った訓練が定期的に行われること。
 ・ 訓練結果については、毎回記録し次回訓練等の参考
　　にすること。

２　火災時に、小規模社会福祉施設の避難誘導、通報
  が確実になされる体制確保を図ること。
　◎参考
　　・平成２２年３月１３日消防予第１３０号「社会福
　　　祉施設等に係る防火対策の更なる徹底について」
　　・平成２１年１０月２７日付け全消発第３３８号
　　　「小規模社会福祉施設等における避難訓練等指導
　　　マニュアル」
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項        目 評価区分評価事項基本的考え方 観            点 関係法令等

 (6) 保安設備 １ 　消防用設備等の点検・報告等を実施して
いるか。

(1) 消防法第１７条の３の３ (1)   消防用設備等の点検及び報告をしていない。 Ｂ

２ 　消防用設備等の自主点検をしているか。 (1)
(2)
(3)

消防法施行令第３条の２第４項
消防法施行令第４条の２第２項
火災防止対策の強化について

(1)   消防用設備等の自主点検をしていない。 Ｂ

＊主な消防用設備等の種類
①消火器具（延面積１５０㎡以上）

②屋内消火栓設備（延面積７００㎡以上)

③ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備（床面積合計６０００㎡以上）

④自動火災報知設備（入所施設は延面積に関係なく必置。ただし延面積
　が３００㎡未満の場合は特定小規模施設用自動火災報知設備でも差し
　支えない。）

⑤漏電火災警報器（延面積３００㎡以上。)

⑥消防機関へ通報する火災報知設備（延面積５００㎡以上）

⑦非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、放送設備）（収容人員
　５０ 人以上。ただし自動火災報知設備を基準に従い設置していると
　きは、この限りではない。

⑧非常警報器具（警鐘、手動式サイレン、その他）
 （収容人員２０人以上５０人未満。ただし自動火災報知設備又は非常
　警報設備を基準に従い設置しているときは、この限りではない。）

⑨避難器具（２階以上の階又は地階で収容人員２０人以上。３階以上の
　階のうち直通階段が１の階で収容人員１０人以上。）

⑩誘導灯（避難口誘導灯、通路誘導灯）

３ 　消防用設備等を設置しているか。 (1)
(2)
(3)

都条例第１７条、都規則第３条
消防法第１７条
消防法施行令第６条～第２６条

(1)

(2)

  消防用設備等を設置していない。

  消防用設備等の整備不十分。

Ｃ

Ｂ

＊危険物の管理
　施設において使用する燃料（プロパンガス、灯油、重油等）の貯蔵場
所、取扱等について安全対策を行うこと。

４ 　危険物の貯蔵又は及び取扱状況は適正
か。

(1) 火災予防条例（昭和３７年３月３１日東京都
条例第６５号）第３０条

(1)   危険物の貯蔵又は取扱状況が、適正でない。 Ｂ

（7）防犯に係る安全
   確保

　外部からの不審者の侵入に対する防犯に係る安全確保のため、必要な取組み
を図るとともに、関係機関や地域住民等多様な関係者との協力・連携体制を構築
しておくよう努めること。

１ 　防犯に対する必要な取組みが図られている
か。

(1) 防犯に係る安全について (1)    防犯に対する必要な取組みが図られていない。 Ｂ

　防火管理者は、消防用設備等の点検及び整備が義務づけられている。ま
た、消防法第１７条の３の３に、消防用設備等の定期的点検とその結果の
消防署への報告が義務づけられている。

＊消防用設備の点検
   消防用設備等の点検及び整備を行い、年1回消防署へ届け出ること。
　外部の有資格業者に委託して行うこともできる。
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関　係　法　令　・　通　知 略　　称

平成１３年４月１３日法律第３１号「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 配偶者暴力防止法

平成２７年３月３１日厚生労働省告示第１９９号「食事による栄養摂取量の基準」 栄養摂取量の基準

平成１５年５月１日東京都規則第１５３号「健康増進法施行細則」 健康増進法施行細則

平成１５年５月３１日１５健地健第１４３号「特定給食施設指導実施要綱」 特定給食施設指導実施要綱

平成１４年８月２日法律第１０３号「健康増進法」 健康増進法

平成１３年７月２３日雇児発第４８８号･社援発第１２７５号･老発第２７４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「社
会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」

指導監督の徹底

昭和３８年３月１９日厚生省発社第３４号厚生事務次官通知「婦人保護事業実施要領について」 婦人保護事業実施要領

昭和３１年５月２４日法律第１１８号｢売春防止法」 売春防止法

（婦人保護施設）

※  以下の関係通知を略称して次のように表記する。

平成２４年１０月１１日東京都条例第１１５号「東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例」 都条例

平成２４年１０月１１日東京都規則第１３８号「東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則」 都規則
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関　係　法　令　・　通　知 略　　称

平成２０年３月７日雇児総発第０３０７００１号、社援基発０３０７００１号、障企発第０３０７００１号、老計発第０３
０７００１号「社会福祉施設等における食品の安全確保等について」

食品の安全確保等

昭和２３年７月１３日厚生省令第２３号「食品衛生法施行規則」 食品衛生法施行規則

令和２年８月５日薬生食監発０８０５第３号「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いにつ
いて」

集団給食施設の取扱い

平成８年７月２５日社援施第１１７号厚生労働省通知「社会福祉施設における保存食の保存期間等について」 保存食の保存期間等

昭和２８年８月３１日政令第２２９号「食品衛生法施行令」 食品衛生法施行令

昭和２２年１２月２４日法律第２３３号「食品衛生法」 食品衛生法

平成８年４月３０日健医発第５４６号厚生省保健医療局長通知「集団給食施設等に対する援助及び指導について」 集団給食施設等の援助･指導

平成１５年１２月１２日社援基発第１２１２００１号厚生労働省通知「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」 衛生管理について

昭和４７年９月３０日労働省令第３２号「労働安全衛生規則」 労働安全衛生規則

令和２年８月５日薬生食監発０８０５第３号「食品衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う集団給食施設の取扱いにつ
いて」

集団給食施設の取扱い

令和２年１月２１日更生労働省告示第１０号「食事による栄養摂取量の基準」 栄養摂取量の基準

平成８年６月１８日社援施第９７号「社会福祉施設における食中毒事故発生防止の徹底について」 食中毒の予防
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関　係　法　令　・　通　知 略　　称

昭和６２年３月９日社施第３８号厚生省社会局長、児童家庭局長通知「保護施設等における調理業務の委託について」 保護施設等調理業務の委託

平成１７年２月２２日健発第０２２２００２号・薬食発第０２２２００１号・雇児発第０２２２００１号・社援発第０２２
２００２号・老発第０２２２００１号厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老
健局長通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」

感染症発生時の報告
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1 処遇計画の状況 7 遺留金品等の状況
(1) 処遇計画 1 (1) 遺留金品の把握 6
(2) 前年度の総括状況 1 (2) 実施機関への報告 6
(3) 入所者のニーズの把握及び反映 1 (3) 遺留金品の処理 6
(4) 計画の検討 1 (4) 処理状況の記録 6
(5) 予算の裏付け 2 (5) 退所者金品の把握 6
(6) 職員への周知状況 2 (6) 残留金品の把握 6
(7) 利用者等への周知 2
(8) 処遇の実施 2 8 入所者預り金等の管理状況

(1) 預り金に関する規程 6
2 自立促進計画の策定 (2) 預貯金の状況 6

(1) 自立促進計画の策定 2 (3) 自己管理 7
(2) 自立促進計画の見直し 2
(3) 会議開催状況 2 9 給食の状況

(1) 利用者の状況にあった適切な給食 8
3 記録 (2) 栄養計画及び実施 9

(1) 日誌 2 (3) 献立作成等の状況 9
(2) ケース記録 2 (4) 検食 10
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基本的考え方 評価

（１）処遇計画 1 　計画は、処遇要件を網羅しているか
　（日常生活の援護、就労、余暇活
動、給食等）。

（１） 都条例
第２条、第１０条、第１５条

（１） 　処遇計画を作成していない。 C

（２） 　処遇計画の内容が不十分である｡ B

（２）前年度の総括状況 1 　計画を策定する過程で前年度を総
括しているか。

(1) 都条例第３条第1項 （１） 　前年度の総括を行っていない。 C

2 　処遇計画は、前年度の総括に基づ
いているか。

(２) 社会福祉法第24条 （２） 前年度の総括の内容が不十分であ
る。

B

1 　入所者懇談会、アンケート等を利用
して入所者のニーズを把握している
か。
　また、入所者ニーズ等の把握に当
たって、以下の点について配慮してい
るか。

（１） 　入所者ニーズを把握していない。 B

　（１）　施設の入所者が施設運営に対
して発言する機会があること。

　（２）　意見の集約がなされているこ
と。

　（３）　実施困難な意見等に対しても
その利用者等の関係者に説明してい
ること。

1 　計画は施設が組織として十分討議し
た上で作成しているか。

（１） 　計画の策定に当たって、十分討議し
ていない。

B

項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

１　処遇計画の状況

（３）入所者のニーズの把握及び
反映

　処遇計画は、入所者のニーズを十分に把握し、組織とし
て討議した上で予算の裏づ けに基づいて作成する必要
がある。

（４）計画の検討

　入所者に対し、健全な環境のもとで社会において自立し
た生活を送るための支援を含め、適切な処遇を行うために
処遇計画を策定することが必要である。
　処遇計画の策定に当たっては、入所者の私生活を尊重
し、意向、希望等に配慮して指導及び援助を行わなけれ
ばならない。
　処遇計画は、日常生活の援護、就労、余暇活動、給食
等について記載しなければならない。
処遇計画は、前年度の結果を踏まえ、関係者の意見を聞
いた上で策定することが必要である。
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

1 　計画は予算の裏付けに基づいたも
のであるか。

（１） 　予算の裏付けに基づいていない。 B

　決定された処遇計画は、利用者個人のプライバシーへ
の配慮をした上で、関係者に極力周知することが望まし
い。

1 　計画を職員に周知しているか（最低
各セクションごとに配布しているか）。

（１） 　計画を職員に周知していない。 B

1 　計画を利用者に周知しているか。 （１） 都条例第１０条第1項、第2
項

（１） 　計画を利用者に周知していない。 B

1 　計画に基づいた処遇を行っている
か。

（１） 　計画に基づいた処遇を行っていな
い。

C

（２） 　計画に基づいた処遇が不十分であ
る。

B

1 （１） 都条例第１０条第１項、第２
項、第４項

（１） 　自立促進計画を策定していない。 C

※参考
指導監督の徹底　５（４）ア

（２） 　自立促進計画の内容が不十分であ
る。

B

　入所者の健康状況等変化に合わせ、必要の都度計画を
見直すことが必要である。

1 （１） 都条例第15条 （１） 　自立促進計画の見直しを行っていな
い。

C

※参考
指導監督の徹底５（４）イ

1 （１） 都条例第15条 （１） 　会議録を整備していない。 C

（２） 　会議録の内容が不十分である。 Ｂ

　日常の生活状況及び支援の経過を明確にするために、
日誌・ケース記録等を作成する必要がある。

1 　日誌(業務日誌・指導日誌)を備えて
いるか。

（１） 都条例第15条 （１） 　日誌（業務日誌・指導日誌）を備えて
いない。

C

2 　利用者の動静、引継ぎ事項等を適
切に記録しているか。

（２） 　日誌の記録内容が不十分である。 Ｂ

1 　ケ－ス記録を整備しているか。 （１） 都条例第15条 （１） 　ケース記録を整備していない。 Ｃ

2 　入所時の状況、様子、家族との状
況、利用者の施設生活に対する意識
等を記録しているか。

（１） 　入所時記録の内容が不十分である。 Ｂ

3 　支援経過の記録は適切か。 （１） 　援護の状況や支援の経過の記録が
不十分である。

Ｂ

　ケース記録は、利用者に対する支援の状況、対応の状
況まで具体的に記載されるものである。ケース記録を見る
ことで利用者が施設においてどのような支援を受けていた
か、どのように生活してきたかが誰にで も理解できる必要
がある。
　なお、ケース記録は個人情報であり、取り扱いについて
はプライバシ－の保護に十分配慮する必要がある。

（５）予算の裏付け

（６）職員への周知状況

（７）利用者等への周知

（２）ケース記録

（８）処遇の実施

２ 　自立促進計画の策定

（１）自立促進計画の策定 　婦人保護施設は、入所者の自立を促進するため、各入
所者ごとに自立促進計画を作成策定しなければならな
い。
　入所者の就労及び生活に関する指導及び 援助を行う
ために、利用者個々に適したものを整備すること。

　自立促進計画の策定は、入所者の
私生活を尊重し、日常生活能力、心
理状態、家族関係等勘案して、自立
に向けた支援をするものとなっている
か。

（２）自立促進計画の見直し 　自立促進計画に基づいた支援が実
施され、支援の状況や経過がわかるも
のとなっているか。

３ 　記  録

（１）日  誌

（３）会議開催状況 　ケース会議の内容（年月日、参加職
員、検討ケース、検討結果等）が記録
されたものとなっているか。
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

4 　記録者が明確になっているか。 （１） 　記録者が明確になっていない。 Ｂ

5 （１） 　責任者が定期的に確認を行ってい
ない。

Ｂ

（２） 　必要に応じて指導助言を行っていな
い。

Ｂ

6 　支援効果の評価測定及び反省を
行っているか。

（１） 　支援効果の評価測定及び反省を
行っていない。

Ｂ

1 　退所日・退所理由・退所に至る経
過・退所先を明確に記録しているか。

（１） 都条例第15条 （１） 　退所時の状況を記録していない。 C

2 　退所者金品等の処理経過を記録し
ているか。

（１） 婦人保護事業実施要領第
５-２

（１） 　退所者金品等の処理経過の記録
が、不十分である。

B

3 　終結記録は遺留金品、退所者金品
の引き渡しをもって終結としているか。

（１） 　終結記録の内容が不十分である。 B

4 　退所後に発見された金品の処理に
ついて記載しているか。

（１） 　退所後に発見された金品の処理に
ついて記載していない。

C

5 　実施機関等との連絡について記載
しているか。

（１） 婦人保護事業実施要領第
４-6（6）

（１） 　実施機関等との連絡について記載し
ていない。

C

6 　終結記録を責任者が確認している
か。

（１） 　終結記録を責任者が確認していな
い。

C

1 　個人別のアフターケアの記録を整備
しているか。

（１） 婦人保護事業実施要領第
４-6（6）

（１） 　アフターケアの記録が整備されてい
ない。

C

 
1 　実施機関関係書類、ケ－ス記録、看

護記録等利用者の個人情報に関する
書類を適正に綴り個人別に適正な場
所に保管しているか。

（１） 都条例第１５条 （１） 　書類等を適切に整理保管していな
い。

C

（２） 　書類等の整理保管が不十分である。 Ｂ

1 　衛生的な被服及び寝具を確保する
ように努めているか。

（１） 都条例第7条第１１条第１項 （１） 　衛生的な被服及び寝具を確保して
いない。

C

（２） 
 

婦人保護事業実施要領第
4-６(4)

　責任者が定期的に確認を行い、必
要に応じて指導助言を行っているか。

 　入所者の健康管理には十分留意し、入所者には常に
衣類、寝具等を清潔に保たせること。
　居室その他入所者が常時使用する部屋は、必要に応じ
消毒し、常に清潔にしておかなければならない。

（４）アフターケア記録

（３）終結記録

（５）書類等の整備

４ 　処遇の実施状況

（１）保健衛生
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

　入所者の自立を支援するための指導及び援助は、入所
者の私生活を尊重して行わなければならない。

1 （１） 都条例第１０条第２項 （１） 　施設内での生活環境に関し利用者
のプライバシーに配慮していない。

C

（２） 　施設内での生活環境に関しプライバ
シーに対する配慮が不十分である。

Ｂ

2 （１） 都規則第３条第２項４ （１） 　利用者の談話の漏えいに配慮をし
ていない。

C

（２） 　利用者の談話の漏えいに関する配
慮が不十分である。

Ｂ

3 （１） 配偶者暴力防止法第23条 （１） 　利用者の安全の確保及び秘密の保
持への配慮をしていない。

C

（２） 　利用者の安全の確保及び秘密の保
持への配慮が不十分である。

Ｂ

1 　生活指導を十分に行っているか。 （１） 都条例第１０条第１項 （１） 　生活指導を適切に行っていない。 C

（２） 　生活指導が不十分である。 Ｂ

1 （１） 都条例第１０条第３項 （１） 　生活規程が整備されていない。 C

（２） 
 

指導監督の徹底 ５（４）ウ （２） 　生活規程の内容が不十分である。 Ｂ

1 （１） 婦人保護事業実施要領第
４-６（４）

（１） 　支給対象者に支給していない。 C

（２） 　支給状況が不明確である。 Ｂ

2 　支給は、要保護女子からの申請に
基づき、必要の有無及びその数量に
ついて調査した上で行われているか。

（１） 　調査に基づいた支給がされていな
い。

C

3 　被服の支給は、原則として現物給付
の方法により行われているか。

（１） 　現金給付となっている。 C

　配偶者からの暴力に係る被害者の保護に職務上関係の
ある者は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状
況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の国籍、障
害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安
全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければなら
ない。

　施設内における保護及び自立支援
等の実施にあたり利用者の安全の確
保及び秘密の保持に十分な配慮をし
ているか。

（４）日用品・被服の支給状況
 


　被服等に困窮し、かつ真に被服支
給を必要としている人に支給している
か。

　相談室における相談業務において
間仕切りの設置の他、談話の漏えい
の無いよう配慮しているか。

（３）生活指導の状況

ア　生活指導の状況 　入所者の自立に向けた生活指導を適切に行い、入所者
の勤労意欲を助長するとともに、入所者が退所後健全な
社会生活を営むことができるように努めること。

イ　生活規則 　婦人保護施設は、入所者の起床、就寝、食事、入浴そ
の他の日常生活に関する事項についての規程を定めなけ
ればならない。

　生活規程は利用者の自主性を尊重
した内容になっているか。

　各居室、便所等必要な場所にカー
テン等を設置するなど、プライバシー
に配慮しているか。

（２）プライバシーに対する配慮
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

1 　余暇活動を計画に基づき実施して
いか。

（１） 指導監督の徹底 ５（４）ウ （１） 　余暇活動を計画に基づき実施してい
ない。

Ｂ

2 　クラブ・レクリエーション・行事は利用
者の状況に配慮しているか。

（１） 　利用者の状況に応じたクラブ活動等
を行っていない。

C

3 　参加できない利用者に対する配慮
があるか。

（１） 　参加できない利用者への対応を
行っていない。

Ｂ

4 　余暇活動の記録を整備しているか。 （１） 　余暇活動の記録を整備しているか。 C

1 （１） （１） C

1 　入所者個々の状況等を考慮し、特
性に応じた自立 ･自活等への支援を
行っているか。

（１） 都条例第１０条第1項、第4
項

（１） 　入所者個々の状況等を考慮し、特
性に応じた自立･自活等への支援を
行っていない。

C

（２） 　自立･自活等への支援が不十分であ
る｡

B

2 　入所者の私生活を尊重した指導及
び援助が行われているか。

（１） 都条例第１０条第２項 （１） 　入所者の私生活を尊重していない。 C

1 （１） 都条例第１９条 （１） C

2 （２） 　関係機関との連携が不十分である。 Ｂ

3 （１） 　都条例第１６条第２項 （１） 　婦人相談所からの指導又は助言に
基づく改善を行っていない。

C

（２） 　婦人相談所からの指導又は助言に
基づく改善が不十分である。

B

（５）余暇活動

（６）利用者負担の状況 　施設負担としている利用者の日常生活用品等につい
て、利用者から実費徴収等を行 っていないか。

　施設会計で負担すべき経費を利用
者に負担させていないか。

売春防止法第３８条第1項
第４号

　施設会計で負担すべき経費を利用
者に負担させている。

５ 　自立・自活への支援 　入所者の自立を支援するため、入所者の就労及び生活
に関する指導及び援助を行わなければならない。
   指導及び援助は、入所者の私生活を尊重して行わなけ
ればならない。

６　関係機関との連携 　婦人保護施設は、婦人相談所、福祉事務所、都道府県
警察、母子福祉団体、公共職業安定所、職業訓練施設そ
の他の関係機関及び婦人相談員、母子相談員、民生委
員、児童委員、保護司その他の関係者と密接に 連携しな
ければならない。

　入退所時及び入所中の支援の実施
に当たっての検討を、実施機関との連
携のもと行っているか。

　入退所や支援の実施に当たっての
検討を、実施機関との連携のもと行っ
ていない。

　利用者の自立更生のためには、実施機関との連携は不
可欠なものである。
   利用者診断会議において、実施機関の職員の参加を
求めるとともに、更生目標の設定時等、必要に応じ実施機
関側の意見を求めるよう指導する。

　実施機関の職員が会議等に参加で
きる体制を確保しているか。

　婦人保護施設は、売春防止法第３４条に規定する婦人
相談所から、当該婦人保護施設の行った処遇に関し、指
導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って
必要な改善を行わなければならない。

　施設で行った処遇に関し、婦人相談
所からの指導又は助言を受けた場
合、必要な改善を行っているか。
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

1 （１） 都条例第１５条 （１） 　遺留金品の把握が不十分である。 C

（２）

1 　遺留金品の状況を実施機関に報告
しているか。

（１） 　利用者死亡後すみやかに実施機関
に報告していない。

C

1 　実施機関の指示に基づき遺留金の
処理を行っているか。

（１） 　実施機関の指示に基づく適切な処
理を行っていない。

C

2 　処理に遅滞はないか。 （１） 　処理に著しい遅滞がある。 C

1 　処理状況について、ケース記録に記
入するなど明確になっているか。

（１） 　処理状況を明確に記録していない。 Ｂ

1 　退所者の金品の把握をもれなく行っ
ているか。

（１） 　退所者金品の把握が不十分である。 Ｂ

2 　預り金返還についてケース記録に記
入するなど、処理状況は明確になって
いるか。

（１） 　処理状況を明確に記録していない。 Ｂ

1 　残留金品の把握をもれなく行ってい
るか。

（１） 　残留金品の把握が不十分である。 Ｂ

1 　管理規程を策定しているか。 （１） 　管理規程を作成していない。 C

（２） 　管理規程の内容が不十分である。 Ｂ

2 　管理規程にそった事務処理を行っ
ているか。

（１） 　管理規程にそった事務処理を行っ
ていない。

C

1 　管理体制を確立しているか。 （１） 都条例第１５条 （１） 　預り金の管理が不適正である。 C

（２） 　通帳管理者と印鑑管理者が同一で
ある。

C

（３） 　通帳と印鑑を同一場所に保管してい
る。

C

（４） C　通帳と印鑑を保管する金庫等の鍵を
別々に管理していない。

婦人保護事業実施要領 第
５-２

（２）実施機関への報告

（３）遺留金品の処理

7　遺留金品等の状況 　遺留金品の所有権者は民法上利用者本人（本人死亡の
場合はその相続人）にあり、 施設が勝手に処分することは
許されない。
　遺留金品については、実施機関に報告し、その指示に
従うよう指導する。

（１）遺留金品の把握 　遺留金品の把握をもれなく行ってい
るか。

（５）退所者金品の把握

（６）残留金品の把握

（４）処理状況の記録

　退所者金品とは､利用者が所持又は､施設に預けていた
金品で利用者が退所の際返還すべきものをいう｡

　残留金品とは、利用者が所持又は、施設に預けていた
金品で利用者が行方不明等のため施設に残留しているも
のをいう。

８　入所者預り金の管理状況

（１）預り金に関する規程 　入所者が所有する金銭を自己で管理することは当然の
ことである。
　しかし、心身の状況により自ら管理することが困難な者も
おり、その場合利用者からの依頼に基づき施設が管理を
代行することができる。

（２）預貯金の状況 　施設は、入所者からの依頼を誠実に履行するために、
管理体制、規定等を明確にすることにより、入所者に信頼
される方法を確立し、責任をもって預り金を管理する必要
がある。
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

2 　預り金保管依頼書を徴しているか。 （１） 　預り金保管依頼書を徴していない。 C

3 　預り証を発行しているか。 （１） 　預り証を発行していない。 C

4 　金銭代行管理依頼書に基づき処理
しているか。

（１） 　金銭代行管理依頼書に基づき処理
していない。

C

5 　預り金台帳（総括表・個別表）作成し
ているか。

（１） 　預り金台帳（総括表・個別表）を作成
していない。

C

（２） 　預り金台帳の整備が不十分である。 C

6 　処理に遅滞はないか。 （１） 　処理に著しい遅滞がある。 C

（２） 　処理に遅滞がある。 Ｂ

7 　受払状況が証憑書類により、明確に
なっているか。

（１） 　受払状況が不明確である。 C

8 　証憑書類（利用者の受領サイン等）
を整備しているか。

（１） 　預り金の払出時に、利用者から受領
サイン等を徴収していない。

C

9 　利用者からの受領サイン等を徴する
ことが困難な場合に、預り金の授受に
複数の職員が立ち会っているか。

（１） 　受領サイン等を徴収し難い場合、預
り金の授受に複数の職員が立ち会っ
ていない。

C

10 　個別の預貯金通帳になっているか。 （１） 　個別の預貯金通帳になっていない。 C

11 　預り金の処理状況について施設長
が定期的に（毎月）確認しているか。

（１） 　預り金の収支状況を施設長が定期
的に確認していない。

C

12 　収支状況について、定期的に利用
者（必要に応じて家族）に報告を行っ
ているか。

（１） 　預り金収支状況を定期的に利用者
あるいは家族に報告していない。

C

13 　通帳及び現金以外の預り物品を適
正に管理しているか。

（１） 　通帳及び現金以外の預り物品を、適
正に管理していない。

Ｂ

1 　自己管理、家族管理が可能な者に
ついてまで一律に施設が管理してい
ないか。

（１） 都条例第１０条第２項 （１） 　自己管理が可能な者についてまで、
一律に施設が管理している。

C

2 　自己管理のために必要となる保管場
所の確保等の配慮があるか。

（１） 都条例第４条 （１） 　自己管理のために必要な保管場所
を確保していない。

C

（３）自己管理 　婦人保護施設は、入所者の自立を支援するため、入所
者の就労及び生活に関する指導及び援助を行わなけれ
ばならない。
　指導及び援助は、入所者の私生活を尊重して行わなけ
ればならない。
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

ア　献立の配慮 1 　入所者の嗜好を考慮した献立にして
いるか。

（１） 都条例第１２条第１項 （１） 　入所者の嗜好を考慮した献立にして
いない。

C

（２） 　献立の内容が入所者の嗜好への配
慮に関し、不十分である。

Ｂ

 （３） 　嗜好・残滓調査の結果を利用者･職
員に周知していない。

Ｂ

イ　給食・献立会議の状況 1 　各職種の職員が参加の上、給食会
議等を実施しているか。

（１） 　各職種の職員が参加の上、給食会
議等を実施していない。

Ｂ

 

ウ　適温給食 1 　適温給食に対する配慮はあるか。 （１） 　適温給食に努めていない。 Ｂ

エ　喫食環境 1 　喫食環境に対する配慮はあるか。 （１） 　喫食環境が適切でない。 Ｂ

オ　献立内容にあった食器 1 　献立内容にあった食器を使用してい
るか。

（１） 　献立内容にあった食器を使用してい
ない。

Ｂ

カ　身体的状況に応じた食事 1 　身体的状況に応じた食事を提供して
いるか。（治療食を含む。）

（１） 都条例第１２条第１項 （１） 　利用者の身体的機能に応じた食事
を提供していない。

C

（２） 　利用者の身体的機能に応じた食事
の提供が不十分である。

Ｂ

2 　医師・看護師及び指導員との連携は
保たれているか。

（１） 　他職種との連携が不十分である。 Ｂ

1 　給食時間を適切に設定しているか。 （１） 給食時間が不適切である。 Ｂ

９　給食の状況

（１）利用者の状況に   あった適
切な給食

　施設における給食は、利用者の選択が  制限されている
ため、利用者の嗜好を踏まえつつ栄養計算に基づく食事
を提供することが重要である。利用者の身体状況を勘案
し、また、喫食環境へ配慮するよう指導する。
　給食に起因する事故を防止するため、衛生管理の徹底
を図るよう指導する。
　給食は、食品の種類及び調理方法について栄養並びに
入所者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければ
ならない。

キ　給食時間
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

1 　必要な食事摂取基準を確保してい
るか。

（１） 栄養摂取量の基準 （１） 　必要な食事摂取基準を確保してい
ない。

C

※参考
指導監督の徹底　５（４）ウ

（２） 　必要な食事摂取基準を確保してい
ない。（軽微な場合）

Ｂ

2 　栄養基準量算定表を適正に作成し
ているか。

（１）    栄養基準量算定表を適正に作成し
ていない。

Ｂ

3 　栄養基準量算定表を必要に応じて
改正しているか。

（１） 　栄養基準量算定表を必要に応じて
改正していない。

Ｂ

4 　標準食品構成表を作成しているか。
また、それは栄養基準量に基づいて
いるか。

（１） 　標準食品構成表を栄養基準量に基
づいて作成していない。

Ｂ

5 　栄養出納表を作成しているか。 （１） 健康増進法施行細則 第６
条

（１） 　栄養出納表を作成していない。 Ｂ

6 　栄養管理報告書（給食施設）を提出
しているか（５月、１１月分）。

（２） 特定給食施設指導実施要
綱

（２） 　栄養管理報告書(給食施設）を提出
していない。

Ｂ

　調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなけれ
ばならない。

1 　給食関係経費の予算及び執行状況
を把握しているか。

（１） 　予算及び執行状況を十分に把握し
ていない。

Ｂ

2 　予定献立表を作成しているか。 （１） 都条例第１２条第２項 （１） 　予定献立表を作成していない。 C

（２） 　予定献立表と実施した給食内容が
著しく異なっている。

C

3 　予定献立表、発注書、納品書に責
任者の関与があるか。

（１） 　予定献立表等に責任者の関与がな
い。

Ｂ

4 　予定変更時の訂正があるか （１） 　予定変更時に訂正していない。 Ｂ

5 　献立の内容は季節感があり、変化に
富んでいるか。

（１） 　献立内容に季節感がなく、変化に乏
しい。

Ｂ

6 　食品材料名・使用量を記載している
か。

（１） 　食品材料名・使用量を記載していな
い。

Ｂ

7 　既製品の使用を避けているか。 （１） 　既製品の使用が多い。 Ｂ

8 　食品材料の検収を行っているか （１） 　食品材料の検収を行っていない。 C

9 　貯蔵品の受払状況を把握している
か。

（１） 衛生管理について （１） 　貯蔵品の受払状況を把握していな
い。

Ｂ

（２） 集団給食施設等の援助・指
導　第２の３の（５）

（２）栄養計画及び実施

　１回１００食以上又は１日２５０食以上の特定給食施設は
栄養管理報告書（給食施設）を提出しなくてはならない。
　１回１００食未満の給食施設についても、特定給食施設
に準ずる。

（３）献立作成等の状況

　給食はできるだけ変化に富み、入所者の健康を維持す
るのに必要な熱量と栄養素を含有するものでなければな
らない
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

（４）検 食 1 　検食は実施しているか。 （1） 食品の安全確保等 （１） 　検食を実施していない。 C

2 　検食は原則として利用者が食事をす
る前に実施しているか。

（2） 都条例第１５条 （１） 　検食を利用者が食事をする前に実
施していない。

Ｂ

3 　検食について記録しているか。 （１） 　検食について記録していない。 C

4 　検食について具体的に記載してい
るか。

（１） 　検食について具体的に記録してい
ない。

Ｂ

5 　検食者はすべての職種にわたって
いるか

（１） 　検食が複数の職種の職員により実施
されていない｡

Ｂ

1 　検査用保存食を適切に保存してい
るか。

（１） 保存食の保存期間等 （１） 　検査用保存食を適切に保存してい
ない。

C

（２） 衛生管理について （２） 　検査用保存食の保存方法、保存期
間等が一部不適切である。

Ｂ

（３） 　検査用保存食の一部を保存してい
ない。

Ｂ

1 　営業の届出をしているか。の届出を
しているか。

（１） 食品衛生法第５７条、第６８
条

（１） 　営業の届出をしていない。 Ｂ

（２） 食品衛生法施行規則第７０
条の２

（３） 集団給食施設の取扱い

1 （１） （１） 　食品衛生責任者を選任していない。 Ｂ

(2) 集団給食施設の取扱い

　集団給食施設の設置者は、食品衛生責任者を定めるこ
ととされている。食品衛生責任者には、医師、歯科医師、
薬剤師、獣医師、調理師、栄養士等のほか、都道府県知
事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講
習会を受講した者を当てることが可能。

　食品衛生責任者を選任しているか。 食品衛生法施行規則第６６
条の２、別表第１７

　検食を食事提供前に行い、異味、異臭その他の異常が
感じられる場合には、直ちに食事の提供を中止するなど
の措置を講ずることが求められる。

（５）検査用保存食 　社会福祉施設における保存食は原材料及び調理済食
品を食品ごとに５０ｇ程度ずつ清潔な容器（ビニール袋等）
に密封して入れ、－２０℃以下で２週間以上保存すること、
原材料は特に殺菌等を行わず、購入した状態で保存する
ことが求められている。

（６）営業の届出（集団給食施設） 　営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継
続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設（以下
「集団給食施設」という。）の設置者又は管理者は、施設の
所在地、名称等について、施設の所在地を管轄する保健
所等に届け出なければならない（令和3年6月1日時点で
現に稼働している集団給食施設については、令和3年11
月30日までに届け出なければならない。）。
　なお、調理業務を外部事業者に委託する場合、施設の
調理場を使用するか否かにかかわらず、受託事業者は通
常の営業と同様に飲食店営業の許可を受ける必要があ
る。

 ア　営業の届出（集団給食施
設）

イ　食品衛生責任者の選任

10 / 14 



基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

　食品衛生法等の改正により、集団給食施設は、令和３年
６月１日から、HACCPに沿った衛生管理を実施すること及
び食品衛生責任者を選任することとされている。

　※ HACCP に沿った衛生管理について
　「大量調理施設衛生管理マニュアル（平成９年３月24日
付け衛食第85号別添 最終改正：平成29 年６月16日付け
生食発0616 第１号）」は、HACCP の概念に基づき策定さ
れていることから、既にこれに従って衛生管理を実施して
いる場合は、新たな対応は生じない。

　これまで「大量調理施設衛生管理マニュアル」を活用し
ていない中小規模等の集団給食施設においては、関係
業界団体等が作成し、厚生労働省が内容を確認した手引
書（「小規模な一般飲食店向けや旅館・ホテル向けの手引
書」等（厚生労働省ホームページ「HACCPの考え方を取り
入れた衛生管理のための手引書」に掲載））を参考にし
て、HACCP に沿った衛生管理を実施することも可能とさ
れている。

（参考）集団給食施設の取扱い

1 (１) 食品衛生法第５１条、第６８
条

-1 　調理従事者の検便を適切に実施し
ていない。

C

(２) 食品衛生法施行規則第６６
条の２、別表第１７、別表第
18

（２） 　検査項目が不十分である。 Ｂ

(３) 食品衛生法施行令第３４条
の２

(４) 集団給食施設の取扱い

(５) 衛生管理について

2 (６) 労働安全衛生規則第４７
条、第５１条

（１） 　検査結果を適切に保管していない。 Ｂ

３ 　調理従事者の健康チェックを毎日行
い記録しているか（下痢、発熱、手指
等の化膿創等）。

（１）

（２）

　調理従事者の健康チェックを毎日
行っていない。
　その他、不十分な事項がある。

Ｂ

Ｂ

　検便の検査結果を適切に保管して
いるか。

 ア　調理従事者の衛生管理 　調理従事者の検便を適切に実施し
ているか(実習生、パート調理員等を
含む)。

　調理従事者は常に自分の健康チェックを行い、下痢発
熱時には速やかに医師の診断を受けるとともに、調理作
業には従事しない。また、手指などに化膿している傷やで
きもののあるときは、ブドウ球菌性食中毒を起こす危険が
あるので、食品を扱ったり調理に従事しないこと。
　施設長等の責任者は、衛生管理者に毎日作業開始前
に、各調理従事者等及び各調乳担当者の健康状態を確
認させ、その結果を記録させること。
   なお、１０月から３月までの間には月に１回以上又は必
要に応じノロウイルスの検便検査に努めること。

（７）衛生管理
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

１ 　調理関係の衛生管理を適切に行っ
ているか。

(1) 食品衛生法第５１条、第６８
条

（１） 　衛生管理が不十分である。 C

２ 　専用の消毒、手洗い設備があるか。 （2） 食品衛生法施行規則第６６
条の２、第６６条の３、別表
第１７、別表第１８

（１） 　専用の消毒・手洗い設備がない。 C

3 (3) 食品衛生法施行令第３４条
の２

（１） C

（4） 集団給食施設の取扱い

4 　食器消毒を毎食実施しているか。 (5) 労働安全衛生規則第４７条 （１） 　食器消毒を毎食実施していない。 C

(6) 衛生管理について

（7） 食中毒の予防 （１） 　まな板等炊事用具が不衛生である。 C

（8） 都条例第11条第2項

（9） 都規則第３条第２項第2号

6 　食品の保存方法は適切か。 （１） 　食品の保存方法が不適切である。 C

　施設における調理業務は、施設自らが行うことが望まし
い。しかしながら、調理技術の進歩、衛生思想の普及等に
鑑み、施設の管理者が業務上必要な注意を果たし得るよ
うな体制及び契約内容により給食の質が確保される場合
には、入所者の処遇の向上につながるよう十分配慮しつ
つ、当該業務を第三者に委託することは差し支えないもの
であること。
　なお、この場合においても、当該業務に係る責任は施設
にあるものであること。

1 （１） （１） C

1 　栄養士の配置があるか。 （１） 　施設において栄養士を配置していな
い。

C

2 （１） 　施設が行う業務を行っていない。 C

（２） 　施設が行う業務が不十分である。 Ｂ

イ　調理設備の衛生管理 　集団給食設備において提供される食品による中毒防止
のため、調理室・食品食器・器具等または飲用に供する水
については、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を
講じなければならない。
　施設長等の責任者は、施設の衛生管理に関する責任者
（以下「衛生管理者」という。）に調理室等の衛生管理の点
検作業を行わせるとともに、そのつど点検結果を報告さ
せ、適切に点検が行われたことを確認して記録を保管す
ること。 　食器及び調理器具の洗浄及び保管

を適切に行っているか。
　食器及び調理器具の洗浄及び保管
が不適切である。

イ　施設の行う業務

5 　まな板等炊事用具は清潔に保たれ
ているか。

（8）調理業務委託

 ア　調理室 　施設外で調理している場合に､ 運搬
手段等について衛生上適切な措置が
なされているか｡

保護施設等調理業務の委
託

　施設外で調理している場合に､ 運搬
手段等について衛生上適切な措置が
なされていない｡

　施設は厚生省通知（昭和６２年３月９
日付社施第３８号）「保護施設等調理
業務の委託」で示されている業務を
行っているか。
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

1 （１） 　要件を満たしていない。 C

1 （１） 　要件を満たしていない。 C

1 （１） （１） C

2 （１） （１） 　必要な医療器具、薬品を備えていな
い。

C

（２） 　必要な医療器具、薬品が不十分で
ある。

Ｂ

（２） 都条例第１５条 （３） 　医薬品の受払簿を作成していない。 Ｂ

1  （１） Ｂ

1 （１） 都条例第１５条 （１） 　健康管理の記録を整備していない。 C

（２） Ｂ

2 　投薬管理を行っているか。 （１） 都条例第１５条 （１） 　投薬管理を適正に行っていない。 C

3 （１） 　夜間や緊急時の体制を整備してい
ない。

C

（２） 　夜間や緊急時の体制が不十分であ
る。

Ｂ

4 　感染症の予防対策を講じているか。 （１） 都条例第１１条第３項 （１） 　感染症予防対策を講じていない。 Ｂ

（２） 　感染症予防対策が不十分である。 C

5 （１） 感染症発生時の報告 （１） Ｂ

（３）日常の健康管理 　施設において感染症が発生し、又はまん延しないように
必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

　入所者の健康状況がわかる記録に
なっているか。

　なお、感染症等の発生時には、医療機関等との連携を
図るとともに、速やかに主管部局及び保健所へ報告するこ
と。

　夜間や緊急時の体制を整備してい
るか。

　感染症発生時には速やかに地域医
療機関と連携し、また保健所等へ報
告しているか。

　連携、報告が行われていない、又は
不十分である。

　健康管理の記録の内容、整備状況
が不十分である。

　必要な医療器具・薬品を整備（管
理）しているか。医薬品の受払簿はあ
るか。

都規則第３条第２項第3号

（２）嘱託医の活用状況  　医師（嘱託医）は活用されている
か。

　医師（嘱託医）が十分に活用されて
いない。

（１）施設設備及び記録整備

　受託業者は厚生省通知（昭和６２年
３月９日付社施第３８号）「保護施設等
調理業務の委託」で示されている要件
を満たしているか。

　施設基準により医務室を整備してい
ない。

ウ　受託業者

エ　業務の委託契約 　契約内容は厚生省通知（昭和６２年
３月９日付社施第３８号）「保護施設等
調理業務の委託」で示されている要件
を満たしているか。

１０　健康管理の状況 　利用者の健康管理等を行うための医務室及び必要な医
薬品、衛生材料、医療機械器具を備えること。

　施設基準により医務室が整備されて
いるか。

都条例第８条第２項第8号
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基本的考え方 評価項　　目 観　　点 関係法令等 評価事項

1 　入所時の健康診断を行っているか。 （１） 都条例第１３条 （１） 　入所時の健康診断を行っていない。 Ｂ

2 　健康診断を定期的に行っているか。 （１） 都条例第１３条 （１） 　健康診断を年２回実施していない。 C

（１） 　実施内容が不十分である。 Ｂ

3

4 （１） Ｂ

1 （１） 都条例第１５条 （１） 　作業記録を作成していない。 C

（２） 指導監督の徹底５（４）オ （２） 　記録の内容が不十分である。 Ｂ

　入所者の能力に応じ将来独立の生計を営むことができ
るよう職業指導を行うこと。

 
2 　収益は適切に利用者に還元してい

るか。
（１） 都条例第２条 （１） 　工賃の支払いを適正に行っていな

い。
C

（１） 工賃として還元されている場合、
配分基準を定めているか。

（２） 　授産収入の算出、必要経費の算出
を適正に行っていない。

Ｂ

（２） 工賃（還元金）の支給台帳はある
か。

（３） Ｂ

（３） 必要に応じて作業内容の見直し
等を行っているか。

3 　作業の安全管理を適切に行ってい
るか

（１） 　作業環境の整備、安全管理を行って
いない。

C

（２） 　作業環境の整備、安全管理が不十
分。

Ｂ

　作業内容が不適正であり、また、必
要に応じた作業内容の見直し等を
行っていない。

※参考
指導監督の徹底５（４）ウ、
オ

（４）健康診断 　入所者については、毎年２回以上定期に健康診断を行
わなければならない。また入所時においても行い記録に
ついては、保存する必要がある｡

　検査の実施内容に欠けるものはない
か。

　利用者の健康診断の実施状況とそ
の結果を個人別に整理記録している
か。

　利用者の健康診断の実施状況とそ
の結果を個別に整理記録していな
い。

１１　作業指導の状況 　雇用されることが困難な者に必要な訓練を行い、かつ、
職業を提供し、自活できるようにすることを目的として適切
な作業指導を行う。

　作業記録等により作業者の状況を把
握しているか。
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関　　　　　　　係　　　　　　　通　　　　　　　知　　　　　　　等 略　　　称

1
「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平成２９年４月２７日付雇児発０４２７第７号、社援発０４２７第１
号及び老発０４２７第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長及び老健局長連名通知）別添「社会福祉法
人指導監査実地要綱」別紙「指導監査ガイドライン」

指導監査ガイドライン

2
「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」（平成１３年７
月２３日付雇児発第４８８号、社援発第１２７５号及び老発第２７４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局
長及び老健局長連名通知）

指導監督徹底通知

3
「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（平成１６年３月１２日付雇児発第０３
１２００１号、社援発第０３１２００１号及び老発第０３１２００１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局
長及び老健局長連名通知）

第０３１２００１号

〔凡例〕

以下の関係通知等を略称して次のように表記する。



4

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」（平成１６年３月１２日付雇児福発第０
３１２００２号、社援基発第０３１２００２号、障障発第０３１２００２号及び老計発第０３１２００２号厚生労働省雇用
均等・児童家庭局家庭福祉課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び老健局計画課
長連名通知）

第０３１２００２号

5
「東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助事業実施対象施設における補助金等の取り扱い等について」（平成１２年１
月１４日１１福地推第６８７号通知）

687号



1 社会福祉法人の会計経理　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

2 運営費の運用

　（１） 運営費の弾力運用が認められる要件　・・・・・・・・・・・・ 1

　（２） 運営費の貸付  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

　（３） 運営費の積立て  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

　（４） 各サービス区分、各拠点区分及び

　各事業区分間の資金異動　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各事業区分間の資金異動  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

　（５） 前期末支払資金残高　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

　（６） 当期末支払資金残高　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

　（７） その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次



基本的考え方 評価

　社会福祉法人が経営する施設等に係る会計経理については、
社会福祉法人会計基準（平成２８年３月３１日厚生労働省令第７９
号）で定めるところに従い、会計処理を行わなければならない。
【※】

※ 　指導検査における観点、関係法令等及び
評価事項（評価）については、「指導監査ガ
イドライン」に定めるところによる。

（１） 運営費の弾力運用が認
　　められる要件

　 運営費の弾力運用は、次の要件をすべて満たす場合に認めら
れる。

1    運営費の弾力運用に当たっては、通知
の要件をすべて満たしているか。

(1)
(2)

０３１２００１号１
０３１２００２号（問１、２、３、４、５）

1    運営費の弾力運用が認められる要件を
すべて満たしていないにもかかわらず弾力
運用を行っている。

C

１　 「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」及び関
　係法令等に基づく指導において、適正な法人運営が確保され
　ていると認められること。

２　 「生活保護法による保護施設に対する指導監査について」
　（平成24年3月26日社援発0326第4号）など、関係通知に基づく
　当該施設の監査において、適正な施設運営が確保されている
　と認められること。
　　特に、適切な入所者処遇及び適正な職員処遇が実施されて
　いること。

３　会計基準に基づく財産目録、貸借対照表、収支計算
　書が公開されていること。

４　 利用者本位のサービスの提供のため、毎年度、次の（１）又
　は（２）が実施されていること。

（１）   「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦
     情解決の仕組みの指針について」（平成12年6月7日障第452
　   号、社援第1352号、老発第514号、児発第575号）により、入
     所者等に対して苦情解決の仕組みが周知されており、第三
     者委員を設置して適切な対応を行っているとともに、入所者
     等からのサービスに係る苦情内容及び解決結果の定期的な
     公表を行うなど、利用者の保護に努めていること。

（２）　「 「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」
　　の全部改正について」（平成26年4月1日雇児発0401第33号、
　　老発0401第11号）に基づき、第三者評価を受審し、その結果
　　についても公表を行い、サービスの質の向上に努めているこ
　　と。

評価事項

1　社会福祉法人の会計経理

2　運営費の運用

項　　目 観　　点 関係法令等
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基本的考え方 評価評価事項項　　目 観　　点 関係法令等

（２） 運営費の貸付 　 運営費の同一法人内における各サービス区分、各拠点区分及
び各事業区分への資金の貸借については、当該法人の経営上止
むを得ない場合に、当該年度内に限って認められるものであるこ
と。
   また、同一法人内における各サービス区分、各拠点区分及び各
事業区分以外への貸付は一切認められないこと。

1    各サービス区分、各拠点区分及び各事
業区分への貸付を行った場合資金を年度
末に補填しているか。

(1)
(2)
(3)

０３１２００１号５（２）
０３１２００２号（問１３）
指導監督徹底通知５（３）ウ

1    資金を年度内に補填していない。 C

2    当該貸付は経営上止むを得ないもので
あるか。

(1)
(2)

０３１２００１号５（２）
０３１２００２号（問１３）

2    当該貸付は経営上止むを得ないもので
はない。

C

3    施設の運営費を同一法人以外に貸し付
けていないか。

(1)
(2)

0312001号5(2)
指導監督徹底通知5(3)ウ

3    施設の運営費を同一法人以外に貸し付
けている。

C

4 　 各サービス区分、各拠点区分及び各事
業区分間の貸付について正確に把握して
いるか。

(1)
(2)

0312001号6(2)
0312002号（問14）

4    各サービス区分、各拠点区分及び各事
業区分間の貸付について正確に把握して
いない。

C

(３） 運営費の積立て 　 運営費については、長期的に安定した経営を確保するため将
来発生が見込まれる経費として、使用計画を作成の上、以下の積
立金に積立て、次年度以降の当該施設の経費に充てることができ
るものである。
　 なお、各積立金についてそれぞれの目的以外に使用する場合
は、理事会においてその使用目的、取崩す金額、時期等を十分
審査の上、法人の経営上止むを得ないものとして承認された場合
については使用して差し支えない。
１　 人件費積立金
２　 施設整備等積立金

1    使用計画は支出の使途及び時期等を考
慮し作成しているか。

(1)
(2)

0312001号3(2)
0312002号（問6）

1    使用計画を支出の使途及び時期等を考
慮し作成していない。

C

2    目的外使用は理事会で承認されている
か。

(1) ０３１２００１号３（２） 2    目的外使用が理事会で承認されていな
い。

C

3    0312001号通知1(4)の要件を満たしてい
ない場合に、目的外使用について都に協
議を行っているか。

(1) ０３１２００２号（問５） 3    0312001号通知1(4)の要件を満たしてい
ないにも関わらず、目的外使用について都
に協議を行っていない。

C

4    積立金の積立目的は通知に沿っている
か。

(1)
(2)
(3)

０３１２００１号３（２）
０３１２００２号（問５）
第６８７号

4    積立金の積立目的が通知に沿っていな
い。

C

　 ただし、０３１２００１号通知に基づく運営費の弾力運用が認めら
れる要件の１（４）について満たさない法人については、以下の積
立金に積み立て、次年度以降の当該施設の経費に充てることが
できるものである。また、各積立金をそれぞれの目的以外に使用
する場合は、事前に都に協議しなければならない。
１ 　人件費積立金
２ 　修繕積立金
３ 　備品等購入積立金
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基本的考え方 評価評価事項項　　目 観　　点 関係法令等

（４） 各サービス区分、各拠点
 　区分及び各事業区分間の
   資金異動

 　運営費については、民間施設給与等改善費として加算された
額に相当する額を限度として、同一法人が運営する社会福祉施
設等の整備等に係る経費として借入れた独立行政法人福祉医療
機構等からの借入金の償還金及びその利息に充当することがで
きる。
 　ただし、０３１２００１号通知に基づく運営費の弾力運用が認めら
れる要件の１（４）について満たさない法人については、民間施設
給与等改善費の管理費として加算された額に相当する額を限度と
する。

1    使途は通知に沿っているか。 (1)
(2)

０３１２００１号３（３）、（４）
０３１２００２号（問５）

1    使途が通知に沿っていない。 Ｃ

2  　０３１２００１号３（３）、（４）及び０３１２００２
号（問５）で認められた限度額を超えていな
いか。

(1)
(2)

０３１２００１号３の（３）、（４）
０３１２００２号（問５）

2    限度額を超えている。 Ｃ

　 サービス区分（サービス区分を設けない場合は、「各拠点区
分」）において発生した預貯金の利息等の収入（以下「運用収入と
いう。」）については、独立行政法人福祉医療機構等に対する借
入金の償還金及びその利息、法人本部の運営に要する経費、同
一法人が行う社会福祉法第2条に定める第一種社会福祉事業及
び第二種社会福祉事業の運営に要する経費、及び同一法人が運
営する公益事業のうち事業規模が小さく社会福祉事業を推進する
ために社会福祉施設の運営と一体的に運営が行われる事業や介
護保険法に定める指定居宅サービス事業等の運営に要する経費
に充当することができる。

3    「事業区分間及び拠点区分間繰入金明
細書」等通知に定められた書類を作成し、
資金の異動を把握しているか。

(1) ０３１２００２号（問１４） 3    「事業区分間及び拠点区分間繰入金明
細書」等通知に定められた書類を作成して
いない。

Ｃ

 　ただし、０３１２００１号通知に基づく運営費の弾力運用が認めら
れる要件の１（４）について満たさない法人については、当該年度
の各サービス区分（サービス区分を設けない場合は「各拠点区
分」）の収入決算額の事務費（人件費及び管理費）相当額から生
じるであろう運用収入を限度とする。

（５） 前期末支払資金残高 　 前期末支払資金残高については、あらかじめ理事会の承認を
得た上で、当該施設の人件費、光熱水費等通常経費の不足分を
補填できるほか、当該施設の運営に支障が生じない範囲におい
て以下の経費に充当することができる。

1    前期末支払資金残高は、予算措置及び
必要な手続き（理事会承認又は所轄庁へ
の事前協議）を行った上で取り崩している
か。

(1)
(2)

０３１２００１号４
０３１２００２号 （問５） 、 （問１０）

1    前期末支払資金残高の取崩しを行って
いるが、予算措置及び必要な手続き（理事
会承認又は所轄庁への事前協議）を行って
いない。

Ｃ
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基本的考え方 評価評価事項項　　目 観　　点 関係法令等

１　 法人本部の運営に要する経費
２　 同一法人が運営する社会福祉法第2条に定める第一種社
　会福祉事業及び第二種社会福祉事業の運営に要する経費
３　 同一法人が運営する公益事業のうち事業規模が小さく社会
　福祉事業を推進するために社会福祉施設の運営と一体的に
　運営が行われる事業及び介護保険法に定める指定居宅サー
　ビス事業等の運営に要する経費。
　　ただし、第０３１２００１号通知に基づく運営費の弾力運用が
　認められる要件１（４）を満たさない法人については、事前に都
　に協議させ、その使用目的が当該施設の人件費、光熱水料
　等通常軽費の不足分の補填、当該施設の建物の修繕及び業
　務省力化機器の設備の整備等の範囲内であること等を十分
　審査の上適当と認められる場合には、使用することができる。
　　なお、自然災害その他止むを得ない事由によりその取崩し
　を必要をする場合及び取崩す額の合計額が当該年度のサー
　ビス区分（拠点区分）の収入予算額の３％以下である場合は、
　事前の協議を省略することができる。

（６） 当期末支払資金残高 　 当期末支払資金残高は、措置費の適正な執行により適正な施
設運営が確保された上で、長期的に安定した経営を確保するた
めに将来発生が見込まれる経費を計画的に積立てた結果におい
て保有するものであり、過大な保有を防止する観点から、当該年
度の運営費（措置費）収入の３０％以下の保有とすること。

1    当期末支払資金残高の保有が当該年度
の運営費収入の３０％以下であるか。

(1)
(2)

０３１２００１号４
６８７号

1    当期末支払資金残高の保有が当該年度
の運営費収入の３０％以下でない。

Ｃ

（７）その他 1    その他運営費の運用について不適正な
事項はないか。

1    その他運営費の運用について重大な問
題がある。

Ｃ

2    その他運営費の運用について問題があ
る。

B
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